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本稿の目的は，これまでの途上国の観光開発に関する内外の議論を，地域開発論・計画論的観点
から体系的に整理し，その論点・問題点を明確化することにある。具体的にはまず，これまでの途
上国の観光開発に関する研究や議論が行われてきた時代的背景を大まかに捉え，時代区分の設定を
試みた。続いて既往研究の論点を，観光開発がインパクトを与える対象毎に分類し，それらの議論
の持つ意味と問題点について体系的に概観・整理した。そして最後に，文化遺産とツーリズムの関
係性に関してどのような論点が形成されつつあるのか，今後の可能性について一定の方向性を提示
することを試みた。その結果，今後最も重要となると考えられる論点として，持続可能な観光開発
を実現することを挙げ，そのために必要な要件として，ホスト社会自身が，ホスト社会の営みに関
係する全ての要素――すなわち文化遺産――を維持・継承すること，そしてそれと同時に，観光
という文脈において文化遺産を再構築することで文化観光を適切に創出すること，を指摘した。さ
らにそのためには，地域の主体性が機能し，自律的な活動の展開が可能となる，ホスト社会に密着
した形の，小さな規模の観光形態が求められることも併せて指摘している。

The aim of this paper is to systematically organize the domestic and foreign discussion 

regarding tourism development in developing countries carried out over the last 40 years 

from the point of view of regional development and planning, and clarify these issues. In 

particular to begin with, the paper looks at the general background of this 40 year period 

in which research and discussion was carried out in regard to tourism development in these 

developing countries, and an attempt is made to establish this period into separate phases. 

Then, the contents of these previously made studies will be classified by subjects in which 

tourism development has made an impact. These are then reviewed and organized in regard 

to the problems and significance, which these discussions have. Then finally, the paper will 

attempt to offer one possible direction concerning what form continued future discussion 

will take regarding the relationship between cultural heritage and tourism. The result is 

that this increasingly important issue will bring about the realization of sustainable tourism 

development and as a necessary requirement the host community itself must maintain and 

continue to inherit all related elements of daily life in the host community, in other words, the 

cultural heritage. Then, at the same time, they must also create cultural tourism accordingly by 

the reconstruction of cultural heritage from the context of tourism. Furthermore, in order to do 

that, the paper also points out the fact that a small scale system of tourism will be necessary, 
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1 はじめに

1.1 「文化遺産管理」と「観光開発」の地域開発論的意味
現代は経済や情報のみならず，人間の移動の地球規模化も著しく進展している。特

に1960年代に入り大型航空機が普及，地球規模での国際観光客数の爆発的増大が起
こって以来，世界各地で観光開発が急速に展開されることになった。外貨の獲得と国際
収支の改善を目指す各国政府や地方自治体が，観光産業を伝統的な第一次産業や第二次
産業に代わる，外貨獲得のための理想的な経済手段と考えるようになったためである。
特に，有力な天然資源に乏しく産業基盤が脆弱な国や地域，非常に規模の小さな国家，
あるいは当該国の山間地や島嶼部等の辺境地域等では，その経済手段や経済基盤が限定
されているがゆえに，観光産業が最大の経済活動として機能する場合が多く見られるよ
うになった1）。このようにして観光開発は世界的に，殊に開発途上国・地域2）において
地域開発の重要な手段として「社会的重要性」を持つようになり（西山2001:p.22），観
光客を受け入れる観光目的地の開発論や計画理論に関する議論が盛んに行われるように
なったのである。

さて，こうした途上国・地域では，皮肉にもこれまで経済開発が遅れたことが逆に幸
いして，豊かな自然環境に育まれた伝統文化（文化遺産）が残っている場合が多く，そ

which is closely related to the host community based on local identity and a movement of 

autonomous activities.
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れゆえにインフラや立地，経済的弱点等を克服することで，地域の文化遺産を資源とし
た観光（以下，「文化観光」と呼ぶ）が強力に推進されることになる。そして，これら
国や地域では，文化遺産が唯一最大の観光資源と位置づけられることも多く，観光開発
が地域の社会や文化に与える負のインパクトも，観光地化が進展すればするほど顕在化
することとなった。こうした中で，文化遺産の管理・保全・継承と，観光開発による経
済成長という次元の異なる二側面からのニーズを結合する試みが，持続可能な観光開発
の模索という形で議論の焦点となる。目下，「文化遺産管理」と「観光開発」との関係
性のあり方についての議論の中心が，途上国・地域への観光客の主要な送り出し側であ
る欧米先進諸国や，こうした状況に危機感を抱いた文化遺産保護にかかわる国際機関で
あることが，こうした経緯を如実に物語っている。

1.2 わが国における途上国に関する観光開発研究の意義
日本はその高い経済的プレゼンスを以て，国際社会において途上国の経済協力およ

び技術協力に貢献することが期待されていることは周知のとおりであり，当然のことな
がら途上国の経済開発戦略として重要な手段となる観光開発の援助案件も多く行われて
きた3）。一方で近年，協力や援助が実際に被援助諸国に有益なものとなっているのか，
という援助のあり方そのものに対する議論や，我が国の厳しい経済・財政事情を受けた
ODA予算の戦略的配分のあり方に関する議論等が高まり，ODAの質的転換（旧来の
ハード整備からソフト重視，社会開発や環境保全，人的貢献へのシフト）が求められて
いることも事実である。

特に，対中国援助のあり方については近年非常に議論が活発化している。すなわち，
中国は市場経済化が急速に進展し，グローバル化した国際経済社会の中に組み込まれつ
つあり，外務省（2000，2001）が示すように，その援助は「国際経済への一体化のた
めに不可欠な制度造りや法制度整備，あるいは人材の育成といった市場経済化促進，環
境等地球規模問題への対応，相互理解の増進，内陸部の民生向上・社会開発，民間レベ
ルの経済関係拡大に向けた環境整備」等，資金の投入だけでは解決が困難な，いわばソ
フト面への開発需要の高まりを受けたものとする必要がある，というものである。そし
てこうした状況下，観光産業を促進するための支援が，「日中両国民が直接接触・交流
し相互理解の増進に資する」ものとして注目されはじめてきているのである。

しかしながら，こうした現状にもかかわらず，調査やプランニングで国際協力に深
くコミットしている都市計画関係者や開発計画関係者側（日本側および被援助国側を含
めて）において，地域社会の社会的・文化的要素に対する視点の欠如あるいは軽視が存
在し，基礎的研究の蓄積も極めて少ないのが現状である。
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1.3 本稿のねらい
1960年代に先進諸国において国際的な観光活動が一般化する以前は，そもそも海外

旅行をする人自体が少なかった。したがって観光活動への関心も相対的に低く，先進国
についても途上国についても，観光研究に携わる者は極めて少なく，研究成果も散発的
なものが散見されるのみで，系統だった議論は存在しなかった。それが1960年代にな
ると国際的な観光活動の普及に比例する形で当該分野に対する関心も高まるようにな
り，調査報告書や研究論文が相次いで出版されるようになった。しかしながら，こうし
て1960年代以降に本格化した途上国の観光開発に関わる研究や議論を俯瞰してみると，
断片的な事例研究が，体系化に欠けたまま膨大に蓄積している印象を受ける。つまり，
従来の観光開発に関する研究は，観光地において発生した特定の問題に着目し，それぞ
れの断片的なケース・スタディを以て，経験主義のみに頼った議論を展開しているもの
が極めて多く，理論的なアプローチや体系的な整理はほとんど全くといってよいほど行
われてこなかった。もちろんこのことは，これまでの観光研究の成果の多くが地理学や
文化人類学等，記述的なケース・スタディを主たる方法論とする分野に集中しているこ
とと無関係ではない。しかしいずれにせよPearce（1993:p.2）が指摘するように，観光
研究に欠如しているのは「互いの研究を参照することがないため，比較という視点によ
る業績蓄積に欠ける」点なのである。そして実際問題として，多くの途上国において観
光開発が重要な地域開発の手段として位置づけられ，そこで様々な問題が発生している
以上，こうした過去の膨大なケース・スタデイの蓄積を，実際の地域開発に応用可能な
視点で理論的かつ体系的に整理し，開発問題としての論点を明らかにする必要があるこ
とは言うまでもない。

以上のような背景から，本稿では，地域開発論の立場に立脚したうえで，これまで
の途上国の観光開発に関する内外の議論を体系的に整理し，その問題点を明らかにする
ことを目的とする。そのためにまず第2章でこれまでの途上国観光に関する研究や議論
が行われてきた時代的背景を大まかに捉え，時代区分の設定を試みる。続いて第3章で
は既往研究の論点を，観光開発がインパクトを与える対象毎に分類し，時代的背景と各
アプローチ間の関係性等にも着目しながら，それらの議論の持つ意味と問題点について
体系的に概観・整理する。そして第4章で，文化遺産とツーリズムの関係性に関してど
のような論点が形成されつつあるのか，その現状と問題点，今後の可能性について一定
の方向性を提示することを試みたい。

2 途上国開発問題としての観光開発―途上国の観光開発に関す
る議論の流れ

1960年代以降の途上国の観光開発に関わる議論について，それらが発表された年
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代に着目すると，その議論の方向性は時代的背景を強く反映したものとなっており，
Agel（1993）やJafari（1989a）等が提示しているように，観光開発に対する態度により，
肯定的（賞賛・奨励），否定的（幻滅・警戒），その中間の現実的路線（差別化・適応戦略）
の，大きく3つの区分を行うことが可能である。すなわち第1段階は1950年代後半から
1970年までの観光開発を肯定的に捉えた議論が中心であった時期（開発奨励期），第2
段階が1970年から1985年にかけて現れた観光開発を否定的に捉えた議論が主流となっ
た時期（開発警戒期），そして第3段階が1985年以降で，持続可能性の模索が開始され
た時期（適応戦略期）である。まずは以下，これら各時代区分における議論の流れを概
括する。その際それぞれの時代区分において，議論の背景となった（1）「観光開発の歴
史的経緯」，こうした観光開発の（2）「途上国の経済開発問題としての意味」を明らか
にした上で，（3）「観光開発に関する議論の流れ」を位置づけるものとする。

2.1 第1段階（1950年代後半～ 1970年）：開発奨励期
（1）観光開発の歴史的概観

この時期は，ちょうど大型航空機の国際観光への導入を契機として，日本を含めた
北の先進諸国を中心に，国際観光がマスツーリズムという形をもって急速に普及し始め
た時期に当たり，途上国もその観光の目的地として一般化した。特にこうした先進国か
ら途上国に向かう観光については，途上国が渇望する外貨を生み出し，資本を注入する
ものとしての期待が高まり，多くの途上国において伝統的な第一次産業や第二次産業に
代わる理想的な経済手段として位置づけられるようになった。国連をはじめとする国際
機関も，途上国が財政的自立を得る助けとなる手段として観光を強く推した時期である
4）。そしてこうした背景の中，多くの途上国自身が国家主導型の観光開発を進めること
になる。

（2）途上国の経済開発問題としての意味
途上国の開発問題を理論的に説明しようとする試みが，Nelson（1956）のような

初期の開発経済学者によって始められるのもちょうどこの頃である。戦後間もなく，
1950年代初頭には開発経済学の視点から，国際連合の経済社会理事会（ECOSOC：
Economic and Social Council）等の国際機関が中心となって，開発戦略の方向性を示
す試みが始められる。この時期のアプローチの特徴は，途上国の開発を妨げている経済
的要因として，「投資を促進するための資本と外貨の絶対的不足が強く認識され，これ
が貧困の悪循環を招いている」としていた点，また「一次産品の輸出は，低迷する世界
需要と交易条件の悪化によって途上国に不利になると考えられた」点等にある。そして
こうした開発の阻害要因を克服するためには，経済を「big push」（例えば資本の大規
模投入）する必要があるとされた。したがって，制約要因の多い途上国の経済開発を推
進するには，国家が果たす役割がきわめて大きいとして，政府の積極的な市場介入が不
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可欠であるとされた5）。
こうした状況下，途上国においては政府が様々な形態やレベルにおいて観光開発に

関与することになる。Jenkins（1994:p.3）が指摘するように，「観光開発の初期段階に
おいては，投資財源を持つ唯一の機関」が政府なのである。そして，この段階において
は民間投資家の資本不足や観光部門への投資意欲の欠如といった事情を背景として，政
府自身が観光開発における起業家として役割を果たす場合が多かったとされる6）。こう
した理論的裏付けをもって，この時期途上国においては大規模な観光開発やマスツーリ
ズムの誘致が展開されることとなった。

（3）観光開発に関する議論の流れ
こうした背景を受け，この時期，特に1960年代に発表された観光開発に関する研究

の多くは，観光が途上国にもたらす経済的利益を強調したものとなり7），経済における
観光の重要性，つまり「外貨獲得や経済開発の道具としての観光産業の潜在力や価値
に焦点を当て，これを賞賛する」傾向にあった（Oppermann 1999:p.29）。もちろん地
域の自然環境や社会文化環境に対するインパクトに関しては楽観的な態度が多かった。
Jafari（1989a）はこうした論調を「Advocacy Platform（開発奨励論）」と名付けている。

2.2 第2段階（1970～ 1985年）：開発警戒期
（1）観光開発の歴史的概観

この時期は，途上国を含めた多くの国や地域が観光開発を経済開発手段として採用
した後，一定期間を経て，次第にその効果に疑問が呈されるようになった時期に当た
る。国家主導による大型開発や，マスツーリズムの国際化・組織化等，大規模投資を余
儀なくされた結果，外国資本，ノウハウ，一部の社会層への高い依存が表面化し，観
光開発の波及効果が予想よりはるかに小さかったことが明らかになり始めた8）。さらに

「公害の無い産業」として途上国の地域社会にプラスのインパクトをもたらすであろう
と期待されていたにも関わらず，その期待に反して，様々な負のインパクトが表面化し
てしまった時期でもある。

（2）途上国の経済開発問題としての意味
1960年代後半になると，初期の開発経済学が共有していた「トリックル・ダウン」

仮説，つまり，経済の先導的産業の発展は次第に後続的産業へ波及効果を及ぼす，とい
う仮説に対して疑問が呈され始める。それと同時に，「成長する近代産業と停滞する家
内小規模工業，中央と地方，都市と農村，中央の成長センターと地方の間の経済格差は
小さくなるどころか」，拡大する一方となり，「貧富の差」が顕著に現れてきた。その結
果，それまでの成長優先主義が批判されることになる。こうして政府の開発計画に基づ
いた「上からの開発」に疑問が呈されはじめ，「開発行政」に対する期待も失望へと変
わる（藤村 1996:pp.24-25,33）。
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この時期は，従来の単線的な「近代化理論」9）に基づくパラダイムがその限界を露呈
し，Wallerstein（1974）によって歴史学・社会学の立場から「世界システム論（modern 
world-system）」10）が提示されたり，ラテンアメリカの経済学者により途上国側の視点
から「従属論（dependency theory）」11）が提唱されたりする等，新たな理論の提示が
なされた時期である。当時のこうした理論は，国家間関係において，先進国の大資本が
途上国を経済的に支配している状態を批判したり（後述する「新植民地主義」12）批判），
国内関係においても，大資本が地域住民不在の開発を進めている状況を批判したりする
際の論拠となり，70年代を通じて，開発における地域アイデンティティ（途上国自身
のアイデンティティ，国内における中央政府に対する地域住民のアイデンティティ等）
の重要性を訴える流れを形づくっていった。

一方，国連の場においても人間環境会議（1972年6月，ストックホルム）13）が行われ
たり，「NIEO：New International Economic Order（新国際経済秩序）」14）が提唱さ
れたりする等，この時期は「北の理論」を否定する「第三世界」の声が高まった時期
でもあった。また，世界銀行をはじめとする援助機関等も，貧困の撲滅やBHN（Basic 
Human Needs）15）等を新たな開発の焦点に据えるようになり，「開発の社会的側面」が
重視されるようになった。こうした流れは「開発」や「発展」という概念そのものに対
する問題提起となって展開され，1975年には「alternative development（もうひとつ
の開発，代替的開発）」（Dag Hammarskjöld Foundation 1975:p.28）という概念を提
示するに至り，開発に関わる広い分野に対して，「従来の大量生産，大量消費志向の経
済成長優先主義に警鐘を鳴ら」すこととなった（藤村 1996:p.25）。

1980年代にはいると，「相次ぐ途上国の債務危機の表面化」を受けて，開発はIMF・
世銀の主張する「構造調整」の時代に入る（藤村 1996:p.33）。そもそもIMFは，「経済
の短期安定化のための調整機関」であり世銀は「開発を促進する機関」であったのだが，
途上国経済の劇的変化を受けて，両機関が協力することとなった（藤村 1996:p.28）。こ
うした市場メカニズムに依拠した構造調整プログラムの広がりは，同時に開発における

「社会学，人類学からの視点の必要性」を認識させることになった。それは，構造調整
プログラムを批判するためには，開発の社会的側面への配慮が欠落している点を指摘す
ることが必要不可欠であり，こうした開発の社会的側面を記述していた分野が社会学や
人類学であったためである16）。

こうして，この時期，途上国の開発問題に関する社会学や人類学分野における研究
が急速に広がっていった。これらの学問が開発問題研究に与えた影響は大きく，それま
で主な研究分野であった開発経済学による「発展」とは全く異なる新しいアプローチの
視点を提示した。すなわち，開発経済学は，単線的な「発展モデル」を前提に，いかに

「非近代的」要因（固有の文化や価値）を克服して「take-off（離陸）」するかを模索する
という方法論を採ってきたのに対し，社会学や人類学は，むしろ人間の行動と社会の発
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展経路の多様性を前提に，社会を構成する「アクター」や「プレイヤー」の論理と行動
に着目し，それらを理解することにより，それぞれの社会の「開発」を考えていく，と
いう方法論を採ったのである17）。

こうした状況下，観光開発に対しても，「上からの開発への疑問」が提示されはじめ，
「開発の社会的側面」に次第に注目が集まるようになる。そしてこうした状況は観光開
発研究への社会学者や人類学者の大量の参入へとつながっていった。また，観光開発に
おける持続可能性についての議論が始まるのもこの頃からである。

（3）観光開発に関する議論の流れ
こうした時代的背景の中，1970年代になると，社会学者を中心に1960年代の利益追

求型観光開発の正当性に疑問が呈されるようになる。さらにこれらのテーマは，米国の
人類学者を中心とした文化人類学的調査・研究によって，観光開発に伴う各種の負のイ
ンパクトを実証的に明らかにする形で展開されていった18）。この段階の議論の特徴は，
経済的インパクト以外の，地域の社会的・文化的側面に対する観光開発の負のインパク
トに着目した批判的論調を持っていたことにある。観光開発は環境破壊や，伝統文化の
商品化によって「ホスト社会の高潔さを破壊する」（Smith ed. 1991:xii）という警鐘的
主張を強調したのである。Jafari（1989a）はこうした論調を「Cautionary Platform（開
発警戒論）」と名付けている。

またこの時期，地理学や開発経済学等，開発理論に関わる分野からは，1960年代に
もてはやされた積極的な開発理論に反発する形で，観光開発においても従属理論を導入
しての批判がおこなわれている19）。

2.3 第3段階（1985年以降～）：適応戦略期
（1）観光開発の歴史的概観

この時期は，世界的に観光産業が拡大，特に日本を含む先進諸国からの国際旅行者
がさらに増大したうえ，旅行形態も多様化の一途をたどった時期である。特に80年代
の後半は，東南アジアの国際観光が飛躍的に発展を遂げた時期である。タイ（1987）や
マレーシア（1990），インドネシア（1991），ASEAN（1992）等の国や地域が相次いで
訪問年を設定し，観光増収をはかっている。

しかし一方で，観光開発の環境や地域社会へ与える負のインパクトがより一層深刻
化した時期でもある。こうした背景を受けて，途上国ではより計画的で望ましい観光開
発の手段，増加する観光需要を取り扱うための新たなメカニズムや戦略を開発する必要
性に迫られている。

（2）途上国の経済開発問題としての意味
この時期は，地球規模の問題が一層顕著に問題視されるようになってきた時期であ

り，国際機関等を中心に70年代から提示されていた「開発」や「発展」という概念そ
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のものに対する問題提起が，「sustainable development（持続可能な開発）」（World 
Commission on Environment and Development 1987）等のキーワードとなって提示
され，具体的な戦略の模索が始まった時期にあたる。1992年に開催された国連環境開
発会議（UNCED）20）や1995年に開催された世界社会開発サミット（WSSD）21）に象徴
されるように，こうした模索は，持続可能性を始め，貧困と分配，教育，保健，ジェン
ダー，参加等といったキーワードとして現れてきており，途上国の開発戦略をめぐる議
論は，従来の経済開発重視から，より社会開発重視へとシフトしつつある。

（3）観光開発に関する議論の流れ
そもそもこうした議論は，上述の開発奨励論と開発警戒論という両極にあった二つ

の考え方が，両者間の論争を通してより現実的且つ実践的な方向へと向かい，持続可
能な観光開発のための新しい戦略を模索する必要性を認識したことで展開を遂げてき
た。その結果，環境的・社会的・文化的に調和のとれた「alternative development（も
うひとつの開発）」の一形態としての「alternative tourism（もうひとつの観光）」の
あり方が，より計画的で望ましい観光形態であるとして提示されるようになったので
ある22）。Jafari（1989a）はこうした議論の方向性を「Adaptancy Platform（適応戦略
論）」と名付けている。このalternative tourismの議論はその指向性により，自然環境
調和型を目指す「ecotourism（エコツーリズム）」や伝統文化調和型を目指す「ethnic 
tourism（少数民族観光）」等様々な名称を以て提示さるようになっているが，残念な
がらそのメカニズムや開発戦略について明確な答えを出すまでには至っていない23）。

また，戦略や観光形態の多様化に関する議論や，観光収入の再配分に関する議論が
進展するにつれ，すべての観光形態や観光客を必ずしも一様に捉えることはできないと
いう認識を生み出した。その結果，1990年前後から観光開発の研究に部門主義の考え
方が適用されはじめ，観光開発分野ではこれまであまり注目されてこなかった地域のイ
ンフォーマル部門やバックパッカー（backpacker。低予算・長期滞在・放浪型の旅行者）
等が分析の対象になりはじめている24）。

こうして，1990年代の半ばには，途上国における観光開発研究は，経済，社会・文化，
環境（資源・遺産）に関する観光のインパクトを「それぞれ個別に評価する方向に重点が移
動してきた」（Oppermann and Chon 1999:p.30）。そして1990年代後半になると，こうし
た成果および国際機関等でのalternative developmentに関する議論の深まりを受けた形
で，持続可能な観光開発を行うための要素として，地域社会の果たす役割が重視されるよ
うになってくる。徐々にではあるが参加型開発の概念等を観光開発に導入しながら，地域
住民の主体性や自律性に着目した議論が見られるようになってきている25）。

以上にまとめたように，途上国の観光開発に関する議論は，大まかに見て3段階の時
代区分に分けられるが，これはあくまでも便宜上，それぞれの議論の提示された時代的
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背景と，その時期に主流になった議論の内容に基づきグループ化したものであり，早い
時期に提示された議論が時間的に後の議論へと，時代によって取って代わったことを示
すものではない。これらは互いに独立した見解であり，現在もその論争は続いている。

（例えば，依然として途上国において観光開発はきわめて重要な経済開発手段であり，
当然そこには根強い開発奨励論が存在することも事実である。）

しかしながら，途上国における観光開発は，戦後の国際社会における経済活動のグ
ローバル化の一形態として発生しており，経済開発に関する議論の流れと問題認識を共
有していることは明らかである。すなわち「開発」自体の概念が，単なる「経済成長」
ではなく，文化開発や人間開発等といった概念を包括する，より広い複合的概念として
捉えられるようになってきたことに伴って，途上国の観光開発に関する議論の大局的な
流れも，当初の開発経済学に基づくトリックル・ダウン効果への期待（マスツーリズム
の奨励）から，開発の歪みへの批判（マスツーリズム批判）を経て，持続可能性やベー
シック・ヒューマンニーズ（BHN）の必要性を求めるようになってきたのである。さ
らに研究の手法や議論も多様化且つ学際化してきており，他の途上国開発問題と同様，
観光開発に関する議論においても，今や教育，女性と開発，地域住民の自律性を求めた
参加型開発や草の根開発といった概念が導入され始めてきた。

しかしながら，このように観光開発の目指すべき方向性が，持続可能な開発のあり
方へとシフトしてきているにもかかわらず，観光研究の現場では，単なる事例報告が数
多く繰り返されることが多く，学際的な議論や体系的な理論構築は依然として立ち遅れ
ているのが現状である。研究成果の社会への還元，国際貢献という面からも，より一層
の研究者の努力が求められよう。

3 観光開発のインパクトに関する議論の整理

前章で見てきたように，これまでの途上国の観光開発に関する議論は，幅広い分野
で行われてきてはいるものの，その論点に着目すると，いずれも内容は観光開発のプラ
スとマイナスのインパクトを対象としていると理解することができる。さらにインパク
トを与える先に着目すると，これらの議論は，①経済的インパクトに着目した議論，②
政治的インパクトに着目した議論，③社会的・文化的インパクトに着目した議論，④文
化遺産の保全・継承に対するインパクトに着目した議論，の4つのアプローチに分類で
きる。以下，それぞれの分類ごとに既往研究の論点を整理し，時代的背景を踏まえた各
アプローチ間の関係性等にも触れることで，それらの議論の持つ意味と問題点，そして
可能性について体系的に概観・整理する。



21

山村　　開発途上国における地域開発問題としての文化観光開発

3.1 観光開発の経済的インパクトに着目した議論
観光開発の経済的インパクトに関する議論は，先にも述べたように開発奨励期（1960

年代）に多く世に出始める。これは観光開発のインパクトに関する議論としては最も歴
史の長いものであり，経済学分野においてその長所と短所について広く議論がなされ，
現在も依然として活発に研究が行われている分野である。これら議論の大きな特徴は，
定量化および計量化可能な経済的側面のみに着目して，費用便益分析を通して，そのプ
ラスのインパクトを強調している点にある。

（1）外貨収入を及ぼす国際貿易の一形態としての議論
こうした経済的インパクトの研究は，なぜ多くの途上国にとって観光が有効な開発

の手段となるのかを裏付ける有効な理論的背景となっている。Naylon（1967）はスペ
イン観光の意義に関する研究の中で，途上国についても考察を行い，その理由のひと
つについて，「おそらく観光は，自由貿易の原則を適用しうる唯一の経済活動であろう。
より重要なのは低コストの製品輸出を増大させることなく，途上国の経済状態を向上
させることが可能な点である」（Naylon 1967:p.23，Oppermannら 1999:p.33）と言及
している。またCater（1987:p.202）は後発開発途上国（LDC）について，「深刻な収
支バランスや限られた資源という問題に直面する以上，観光開発が多くのLDC諸国の
経済的障害に対する万能薬と見なされるという事実は変わることはない」（Cater 1987:
p.202，Oppermannら 1999:p.33）と述べている。このように，多くの開発経済学者は，
途上国において観光開発が重要視される主な理由として，国際観光は国際収支の経常勘
定に直接的に寄与するものであり，目的地となっている途上国の経済に外貨収入をもた
らすことを強調してきた。実際，観光活動は他の輸出産業と同様に，「国際商取引上の
売上高，世帯収入，雇用，政府歳入」を創出する（Archerら 1995:p.63）。こうした国
際観光の経済的インパクトが，輸出条件の低い途上国26）に，従来の輸出製品や産業の
代わりとして，観光産業を積極的に位置づける理由となるのである（Wood 1979）。

このような国際観光の及ぼす外貨収入に関する議論は，それらが提唱された初期
（1960年代）において，国際機関によっても大きく取り上げられることとなり，世界銀
行や国際労働機構（ILO），国際旅行連合（IUOTO），世界観光機構（WTO）等の多く
の国際機関が，振興独立国家や途上国の財政的自立を助ける手段として観光を強く推し
ている。例えば国連は1966年の第21回総会の決議2148号においては，1967年を国際観
光年に指定することを決定，「国際観光は途上国の経済成長にとって極めて重要な貢献
をするので，途上国への観光旅行を促進するためのあらゆる努力が要請される」，と謳
われた（United Nations 1966，河野 1995:pp.536-537）。

（2）国内経済に及ぼす波及効果に関する議論
こうした国際観光による外貨収入は，その二次的効果についても強調されている。

つまり，国際観光により外貨を受け取った企業や個人，政府が，その収入の一部を観光
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地の経済の中で再支出することによって，さらなる回転がつくりだされる。そしてこう
した経済活動の連続的な回転によってつくられる二次的効果以降の総計は，当初の直接
的効果を経済的にはるかに超えるものであるとされた27）。

さらに観光は，開発のための機会が相対的に低い途上国や国内において中央から離
れた辺境地域において，雇用と収入を創出するという点で，他の産業よりも効果的であ
り，こうした国や地域においてこそ観光は最も大きな経済的インパクトを生み出すこと
ができると指摘する議論もある。こうした国や地域の住民の多くは低収入の農漁民であ
り，もし彼らが観光産業に関わりはじめれば，その世帯収入は比較的大きく増大する。
さらに観光用のホテルが地元製品の市場を開拓する可能性や，地元の技術の継承に金銭
的インセンティブを与える可能性もある。つまり，同じ規模の観光でも，こうした国や
地域への観光産業の導入は，他の先進諸国や開発の進んだ地域への導入よりも，住民の
福祉に関してより大きな効果があるとして，途上国における観光開発の有効性が示され
ているのである（Archer and Cooper 1994）。

また，それ以前に開発がなされていなかったこれら国や地域においては，観光開発
は，宿泊施設や高速道路・空港等のインフラストラクチャーの整備を要求する点も多く
の研究者が注目する点である。Archerら（1994）は，これらの施設が，本質的には観
光産業も地域社会も利用できるものであることから，理想的には観光開発目的で建設さ
れた高速道路や空港が，その後の地元製品や地元経済のより広い市場へのアクセスを可
能としうる点に着目している。しかし現実には，多くの場合，地域社会はこれらのイン
フラ開発から直接的な便益を受け取っていないことが多く，物的・経済的配分の問題が
存在することも併せて指摘されている。

（3）従属論によるマスツーリズム批判
上記2つの論点は，いずれも初期の開発経済学が提唱していたトリックル・ダウン仮

説に基づき観光開発の経済波及効果を期待するものであったのだが，前章で述べたよう
に，開発警戒期において，こうした観光開発が実際には期待されたような成果をあげて
いない点が表面化し，成長優先主義的なパラダイムに従属論の立場から批判が加えられ
ることになった。こうした批判の多くは，観光開発の経済的効果は予想されていたも
のよりはるかに小さいもので，マスツーリズムの国際化と組織化によって投資額の上
昇を余儀なくされた結果，当該地域の観光産業は，外国資本やノウハウ，特定の社会
階層へ高く依存するものとなっている点，観光開発は周辺地域においては無力であり，
強力な地域経済開発の手段とはなり得ない点等を例証している（Oppermannら 1999:
pp.60-61）。特にマスツーリズムの国際化と組織化が，観光商品の典型的な標準化を要
求することから，途上国において，飛び地状のリゾート地や国際観光活動の空間的集中
を発生させてしまい，こうした特性が地域格差を増大させてしまうという点に厳しい批
判を行っている研究もある28）。つまり従属論の視点からは，観光産業は先進国が途上国
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の従属を永続化するのに利用する他の産業と同類のものとして扱われる。Britton（1982）
はこうした地域格差発生のメカニズムを第三世界の観光における「enclave model（飛
び地モデル）」として示し，その中で，途上国の観光は空間的に都市経済に集中，組織
化されるという従属論の考え方を示しているが，そこでは二層の従属構造が強調されて
いる。すなわち，途上国はマスツーリズムを管理する中心国家（先進国）に従属し，さ
らに途上国内部において周辺や農村部が都市部（とくに首都）に従属する，というもの
である（Oppermannら 1999:p.62）。

一方，こうした従属論に対する批判もある。例えばBritton（1982）が示したような
国際的なマスツーリズムに関する従属論では，国内観光や低予算・放浪志向のバック
パッカー等の観光行為が無視されているという批判や，すべての宿泊施設や輸送網が
先進国の支配下にあるというわけではないという批判等が出されている（Oppermann
ら 1999:pp.62-63）。また，従属論の限界に言及している研究もあり，そこでは「おそら
く従属論の最大の限界は，途上国の観光開発に対して代替的な方策を何ら提示できな
かったことにある」との指摘がなされている（Oppermann 1993:p.541，Oppermann
ら 1999:p.63）。

（4）インフォーマル部門への着目
さて，従属論はマスツーリズムの問題点を指摘しようと用いられた枠組みであり，

（3）の最後の部分で指摘したように，バックパッカー等，マスツーリズム以外の観光
形態が無視されている。実際には近年バックパッカーと呼ばれる，いわゆる低予算・長
期滞在・放浪志向の個人旅行形態が盛んになってきており，1990年代以降，こうした
点が多くの研究者の間で認識されはじめ，調査がなされるようになってきた29）。こうし
た中，注目されるようになったのが，途上国の観光におけるインフォーマルな部門に
ついての経済的インパクトに関する研究である。一般にこうした研究は，途上国経済を
フォーマル部門とインフォーマル部門に分けて，その地域経済への統合度を分析する手
法をとっており，その代表的なものにOppermann（1993）の研究がある。彼が指摘し
ている各部門の特徴は，フォーマル部門は地域経済構造に統合されることは相対的に少
ない一方で，インフォーマル部門は地域経済構造に高度に統合される，というものであ
る。ここで若干補足しておくと，Oppermannら （1999:pp.65-66）によれば，こうした
経済波及効果の差異は以下のような各部門の特性によるという。

まず途上国における観光のフォーマル部門の代表的なものとして，国際的なスタン
ダード・ホテルや航空会社，バス会社，旅行会社等を挙げている。これらには莫大な運
営コストがかかり，海外からの高い参画率と所有率が多くの途上国で見られる。フォー
マル部門では利益の流出率が高い。というのも「西側」からの，特にマスツーリストの
需要に応えるべく食糧や日用品を大量に輸入しなければならず，ホテル建設にも大量の
輸入品を必要とするからである。したがって結果的にフォーマル部門が地域経済に統
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合されることは相対的に少なく，現地への経済波及効果の可能性はかなり低減してしま
うことになる。途上国の政府は観光開発を行う際，大抵はフォーマル部門のみを考慮す
るため，政府の支援は交通や電力供給，水道事業等，大規模インフラの開発に向けられ
ることになる。ホテルやツアーの価格は一般に平均的住民の手の届くところにはないの
で，フォーマル部門の企業はその顧客として大幅に外国からの観光需要に依存すること
になる。

一方，インフォーマル部門は通常，行商人，露天商，ゲストハウスや民宿等簡易宿
泊施設，個人経営のミニバス等から構成される。こうしたビジネスの所有形態は，個人
や家族といった単位であることが一般的である。小さな資本と小さな組織で，労働集約
的な運営である。売上額自体は小さいが，規則的な賃金制度は例外的で，一人当たりの
利益は相対的に高い。安価な価格構造ゆえに，比較的国内需要やバックパッカーの利用
率が高い。こうした特性から，インフォーマル部門は地域経済構造に高度に統合され，
利益流出率も低く，地域経済に対する波及効果は高い。

なお，こうした議論は途上国の事例から個々の証拠を取り出すことでなされはじめ
た段階で，経験的データを用いた有効性の実証はほとんどおこなわれていないのが現状
である。

（5）議論の限界と展望
以上見てきたように，観光開発の経済的インパクトに着目した議論は，経済的便益

を無条件に評価する立場から，次第に便益の種類と規模に疑念を呈するものに移行して
いることがわかる。また時代的に持続可能性やalternative developmentの重要性が叫
ばれているにもかかわらず，Archerら（1994，1995）が指摘しているように，こうし
た分野（特に経済学分野）の研究者が最新の論争に充分に貢献していない点や他の分野
と組んで共同研究を行うという点で目立った傾向を見せていないことは問題点として指
摘できよう。こうした状況における，「孤立した経済的インパクトの研究の繰り返しは，
ただ観光地域での開発の要請を焚きつけ」，他の計量化できない費用への考慮を「なお
ざりにする」危険性も否めない（Archerら 1995:p.67）。定量化による費用便益分析と
いう経済学における手法的制約も当然あるだろうが，例えば観光の社会的費用と便益の
分析等の面で，社会学分野との協力を行うこと等は，今後の経済学分野に求められる
ひとつの方向性であろう。（4）で見たように近年の経済学分やの研究の一部が，イン
フォーマル・セクターに着目している点等は，そういった意味でも今後の展開の可能性
を大いに秘めているものであると言える。

3.2 観光開発の政治的インパクトに着目した議論
観光開発の政治的インパクトに関する議論は，理想論について論じたものと新植

民地主義的側面について論じたものに二分される。前者はWTO（World Tourism 
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Organization：世界観光機関）等による議論，後者は学術研究分野における観光イン
パクトの研究として展開されている。なお後者については，政治学の分野の参画があま
り見られない点が特徴で，社会学や文化人類学の分野が中心となって，ホスト社会とゲ
スト社会の新植民地主義的な力関係をめぐる議論を展開しているのが現状である。

（1）政治的インパクトの理想論とそれへの反論
国際観光の長所は，平和と国家間の理解のための大きな力として作用する点であ

るとして，世界観光機関（WTO）は賞賛している（World Tourism Organization 
1980，1982）。しかしながら，先進国と途上国の間で行われる長距離旅行は年々増加の
一途をたどる中で，著しく背景の異なる人々――特に非常に対照的なライフスタイル
と所得レベルの人々――の直接的な接触の機会が拡大しており，これらの差異が非常
に大きな場合，深刻な政治的影響を及ぼす可能性があることが指摘され，こうした理
想論に対して多くの批判が集中することになる（Archerら 1995:p.68）。こうした問題
意識が，社会学や文化人類学といった分野に，「帝国主義の一形態としての観光活動」

（Nash 1989）に関する研究を行わせる大きなモチベーションとなっている。この「帝
国主義の一形態としての観光活動」に関する議論の特徴は，二国間のマクロな政治的関
係性を，主に国家間（あるいは地域間）の従属論の視点に立脚して理解してはいるもの
の，以下に述べるように，実際の分析においては，そうした関係が新植民地主義型の取
引となって，二つの社会間関係（ホスト社会とゲスト社会の力関係）となって現れてい
る点に着目している点にある。

（2）新植民地主義批判
前節で述べたように，途上国の開発問題をめぐる議論において，経済学者は世界を

一つのシステムとみて，その構造分析から，国内の構造や政策を分析する「世界システ
ム論」や「従属論」と呼ばれる理論を展開してきた。当時この考え方は，戦後の植民地
体制崩壊後の国際関係，すなわち，先進諸国と独立間もない途上国との関係に当てはめ
られて，「新植民地主義」を非難する論拠となった。つまり，「周辺部にある途上国は，
発展する豊かな中心部である先進諸国に構造的に搾取され，従属し」，低開発状態が永
続的に固定化されるという主張である（藤村 1996:p.26）。

こうした考え方は観光研究にも適用され，戦後の国際観光活動が，極めて地球規模
化した世界的な経済システムに組み込まれた活動である点や，国際観光客の送り出し側
の国家と受け入れ側の国家の関係が南北関係として踏まえることが可能な点等を背景
に，「帝国主義の一形態」としての観光活動を論じる上でも理論的裏付けとなっている。
こうして途上国の観光開発において，ホスト社会とゲスト社会の間の差異が極端な場
合，途上国に「新植民地主義」型の開発の形態を強いることになるという主張がなされ，
前述したWTO等による理想論に対しての反論がなされていく。

こうした観光開発における新植民地主義の特徴についての議論は，主に2つの社会関
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係に着目して展開されている。すなわちひとつはホスト社会とゲスト社会との力関係，
もうひとつはホスト社会と開発主体との力関係である。具体的な例として，前者（ホス
ト社会とゲスト社会）についてNash（1989，1991）は，北アメリカの休暇旅行者が旅
先でアメリカ的なファーストフードを，バスルームでは温水を要求し，ホスト社会に
は英語の使用を強要する場合が多いことを例に挙げ，以下のような点を指摘している。
すなわち，先進国から来た旅行者は，「家にいるときには当然だと思うようなことを，
外国での休暇生活においても満たされるものだと期待するし，また要求さえもする」

（Nash 1991:p.55）。ここにおいてゲストとホストの取引が発生する。多くの場合，ここ
に力の不均衡が存在し，先進国側の特定の様式や権益を無理やり受容させるとか，ある
いはホスト社会が自発的に受容したりすることになり，新植民地主義の様相を呈するこ
とになる，というものである。

一方，後者の例（ホスト社会と開発主体の関係性）としてはArcherら （1994，
1995）が以下のような特徴をあげている。新植民地主義は，地域社会や地方レベルの
力を容易に奪い，「それを多国籍企業の手に集中させる」。「多国籍企業は国家レベルだ
けで協議を行い，あらゆる「問題」が政府によって解決されることを期待しており，も
しそうでなければ投資を撤退する」。運営の段階では，ホテルや他の組織での高賃金で
より高いポジションの職が，「しばしば必要な専門知識と経験を持つ外国人によって占
められる」一方，低賃金でより単純な労働は「しばしば地元の住民に割り当てられる」。
こうした二つの社会間の関係性に着目すると，このような観光開発は地域社会の側の不
満を助長し，「国際関係を悪化させる」可能性がある…（Archerら 1995:p.68）。

（3）コミュニティ・システムへの着目と今後の展望
このように，途上国の観光開発における「新植民地主義」批判は，観光活動に典型

的に見られるホスト社会とゲスト社会，あるいは開発主体との社会関係（力関係）に着
目して展開されている。そして，こうした研究の蓄積により，観光地の新植民地主義的
発展は，実のところ地元の協力に拠るところが大きいという事実が指摘されるようにな
り，近年では取引という観点に着目して，特にホスト社会が担う役割について論じられ
るようになってきた30）。

こうした流れは，新植民地主義を生み出す世界的システムに対して，ローカルなコ
ミュニティのシステムを考慮する必要があるという点で当然の傾向であるように思われ
る。政治学分野においても，こうした観光開発研究において，今後コミュニティに着目
した研究が必要であるとする指摘がなされている。例えばArcherら（1995:p.69-70）は，
今後政治学が観光研究に貢献すべき分野として，コミュニティ内の意思決定システムに
観光開発が与える影響，コミュニティに基礎をおいた投資のあり方，観光活動のコミュ
ニティへの経済的統合の結果の実証，コミュニティが外部の政治的・商業的な意思決定
に最も侵されやすい段階の実証，等を挙げている。
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いずれにせよ，これまでこの分野の議論に関わってきた，社会学，文化人類学，政
治学のいずれの分野も，応用学問を標榜する流れにあり，政治的インパクトに関する議
論は従来の新植民地主義批判という二項対立的議論から，観光開発に関わる主体の多様
な政治的関係性のあり方に関心を大きく移してきている。特にコミュニティ・システム
に関する議論は開発問題として広い関連分野を含んでおり，今後他の分野における議論
と大きく融合していくものと予想される。

3.3 観光開発の社会的・文化的インパクトに着目した議論
観光開発の社会的・文化的インパクトに関する議論は，1970年代以降，主に文化人

類学分野が中心となって展開されてきた。彼らの社会学研究者や地理学研究者も取り込
んだ試みは「anthropology of tourism（観光人類学）」として文化人類学の一分野とし
ての地位を確立，少なくとも米国では1980年代には文化人類学の研究・教育メニュー
のひとつとして位置づけられるに至っている（山下 1996:pp.6-7）。なおこの分野での議
論の特徴は，当初は文化の「authenticity（真正性）」が観光開発によって破壊される
ことを否定的に捉えたものであったが，近年は，伝統的な文化表象は一方では断片化さ
れていくが，他方では観光というコンテクストの中で再構築されうる，という観光開発
と文化の双方向的な関係性に論点が移りつつある。

（1）観光開発の文化破壊作用に着目した議論（文化変容論からの視点）
観光開発の社会的・文化的インパクトに関する議論が研究テーマのひとつとして公に

初めて登場したのは，1974，メキシコ・シティにおいて開催されたアメリカ人類学会で
のシンポジウムにおいてであったとされている（山下 1996:p.6）。こうした視点からの
研究については，それまで若干の先駆的な研究はあったものの，組織的な研究は行われ
てこなかった。文化人類学分野においては，経済学等の他の分野と比較しても相対的に

「観光」という事象が俎上に載るのが遅かったと言える。この理由について橋本（1999:
pp.7-8）は，彼ら人類学者はほとんどの調査値で現地の人から「観光で来たのか」と質
問をされ，「歯がゆい思いをする」ことから，「調査地で観光客と間違われないように，
観光客との差異性をアピールすることを心がけ，“観光”に関わることを意識的に避け
てきたと」いう事情があった点を指摘している。しかしいずれにせよ，文化人類学分野
が観光開発の社会的・文化的インパクトに関する議論に先鞭を付けたのは，そもそも彼
らの研究対象への主要なアプローチのひとつが「文化変容論（acculturation model）」
であったことと大きく関係する。すなわち，従来，文化人類学は主要なテーマとして，

「ある文化系から異なった民族への“文化の移出と受容”」という事象を扱ってきた。こ
れは世界史を通じて見た場合，軍事侵略と異民族支配，植民地経営，交易，移民等に伴
う現象の理解として行われてきたのだが，こうした学問的背景が存在するところに，近
年「文化の移出と受容」を誘発している契機としてのマス・コミュニケーションと観光
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活動が注目されることとなったのである。
さて，1974年のシンポジウムの成果はSmithによって「Hosts and Guests : The 

Anthropology of Tourism」（Smith ed. 1977）という文献にまとめられ，ここにおい
て，観光開発がホスト社会に与えるインパクトをホスト（観光客を受け入れる社会）と
ゲスト（観光客）の関わりにおいて捉えようとする議論が広く世に出ることになる。こ
の書籍は文化人類学分野においてはそれまであまり取り上げられてこなかった観光研究
を，本格的な研究レベルに高めたパイオニア的著作として高い評価を受けている（長谷 
1997:p.21）。

この「Hosts & Guests」の初版31）において展開された議論の特徴は「開発警戒論」，
すなわち観光開発の負のインパクトを強調したものが多く見られる点にある。例えば初
版に収められているGreenwood（1977）の論文では，スペインのバスク地方の研究か
ら，観光開発において文化は商品化され，切り売りされ，その結果現地の人々は文化
的・社会的に大きな損失を被った，と指摘している。

このように初期の研究が負のインパクトを強調する傾向にあった背景には，当時彼
らが意味していた「文化変容」が，「近代化」や「西洋化」と同義に考えられていた点
を指摘しておく必要がある。もともと「文化変容論」とは，文化人類学が依って立つべ
き分析手法として発展させてきた考え方で，本来は「異なる文化・伝統を持つ複数の社
会（人間集団）がある期間にわたって接触し，相互に影響しあうことで各文化が変化し
ていく（それぞれがもう一方のものを受容し，幾分か類似してくる）こと」を意味する

（石川ほか 1994:pp.674-675）。しかしながら，そもそも文化人類学自体が，19世紀後半
に，ヨーロッパ人が植民地行政官・宣教師・貿易商として“文明の外にある”他民族と
接したことで成立し，その後の植民地経営と不可分の関係で発展してきたという背景が
あり，こうした経緯の中で，「文化変容」とは特に「非西洋の土着社会が西洋近代社会
と接触することにより，その固有の文化を失い，変容すること」を意味するようになっ
た。すなわち「近代化」や「西洋化」と同義に考えられるようになったのである。この
意味で当時の「文化変容論」とは近代側への「assimilation（同化）」を前提とした概
念であったと言える（長谷 1997:p.124）。このことからは，当時の文化人類学者が，経
済学分野で提唱されていたいわゆる西洋的な「近代化理論」や「経済発展段階理論」を
大前提として無条件に受け入れ議論を進めていたことがうかがわれる。

さて，こうした経緯により，当時の観光人類学研究では以下のような仮説を用いて
「未開」民族の受容一辺倒の現象が強調されてきた（McKean 1989:p.120）。

①「文化変容」がもたらされるのは外部の，大抵は優越する社会文化システムが，あ
る弱体な受け身の文化を侵略することによる

②「文化変容」は，ふつう土着文化に対して破壊的作用を及ぼす
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③ こうした「文化変容」は，民族や地域のアイデンティティを希薄化させ，均質的
な文化へと移行させる方向性を持つ

またこの時期の議論は，こうした観光開発による文化変容の議論を，文化のオーセンティ
シティ（authenticity：真正性）の破壊を強調することで展開している点にある32）。つまり観
光需要によって商品化されることにより本物の（オリジナルの）文化・伝統は破壊されるとい
う論調である。

（2）文化のインボリューション論（文化変容論批判）
1980年代後半になると，それまでの観光人類学研究が単に観光開発のネガティブな

インパクトにのみ注目し，「土着の人々にとって利用可能な代替メカニズム」，「文化的
な人間関係や習慣を保持しつつ再活性化させるための代替案」についての議論をほとん
ど展開してこなかった点が問題視されるようになり，その代替案の発見こそが人類学者
に課せられた課題だとする考えが提示されるようになる（McKean 1989:p.120，1991:
p.166）。こうした背景には，当時，途上国の開発問題をめぐる議論全般において，単線
的な近代化論に基づくパラダイムがその限界を露呈し，alternative development等の
言葉に表されるように，地域社会にとって利用可能な開発の代替メカニズムの模索が始
まったことがある。そして多様化する観光開発問題が，それまでの，いわゆる西洋的
な「近代化理論」や「経済発展段階理論」に基づく「同化」を前提とした「文化変容論」
では解釈できないとの認識が高まり，その見直しを迫られることになる。

こうした視点から行われた研究の先駆けとも言える著名なものにMcKean（1989）に
よるインドネシアのバリ島における観光活動の理論的分析がある。その中で彼は，かつ
てオランダの経済学者のBoek（1953）がインドネシア経済における二つのセクター間

（資本家と農民の間）の分離に注目して立てた「economic dualism（経済二重構造論）」
に反論する形で，文化変容論に代わる新たな概念である「involution of culture（文化
のインボリューション・文化の精緻化）」の提示に至っている33）。Boekの経済二重構造
論とは近代化理論の一つの形態で，一つの社会のなかに伝統的経済と近代的経済が並存

（分離）していることに注目し，伝統的経済を近代的経済へ移行させるところに，経済
の近代化，すなわち発展があるとする考え方である。彼は1953年の論文の中で，とり
わけインドネシアの農村を事例にとりながら，その東洋的な「pre-capitalistic（前資本
主義的）」社会の性格故に，欧米志向の「late-capitalism（後期資本主義）」への移行，
すなわち近代化の機会を逃している，という指摘を行っている34）。これに反論する形で
McKeanがバリ島の観光開発事例を取り上げ，バリ島の観光開発においては，Boekが
示したような経済の発展段階には従っておらず，地元の伝統的経済を破壊しないで，そ
れを国際経済とリンクさせる代替方式が存在することを示し，Boekの理論が少なくと
もバリ島には適切でないと結論付けている（McKean 1991:p.171）。またBoekを含めた
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近代化論者が言うように，経済開発は必然的に「後期資本主義」に導かれるという仮定
も，McKeanは否定している。つまり「バリ島における観光活動に伴う経済開発は，欧
米資本主義のように，工業化された世界の均質性を目指すものではなく，観光産業が，
それまでの伝統的な役割に，新しい役割を付加する形で進んでいった」（McKean 1991:
p.171）のである。さらに彼は，バリ島においては観光活動を促進し調整する組織とし
て，基本的に「家族や近隣の連帯」が機能している点を特徴としてあげ，このことに
よって「彼らの伝統的な仕事分担，例えば踊り子，楽士，芸術家，あるいは木彫り職
人」等が，「個人にとってもコミュニティ全体にとっても」，生計を得る方法として追
加できるという，複能的で選択可能なプロセスが機能していることを示している，とし
ている。そしてこうしたプロセスの中で，観光開発は伝統文化や伝統的な役割に新しい
意味を付加し，バリの「folk（民俗的）」，「ethnic（民族的）」，「local（地域的）」な性
格をむしろ強めた点を強調，観光開発は伝統文化を保存する方向に作用したばかりでな
く，伝統文化をinvolute（精緻化）する方向に作用したと論じている（McKean 1991:
pp.169-172）。

この「文化のインボリューション」論は，文化変容は観光開発のみによって引き起
こされるわけではない点や，「伝統文化が破壊される」式の議論が，「伝統文化というも
のを太古から連綿と伝わってきた本源的な実態として理想化するという過ちを犯してい
る」点35）に着目していた観光人類学者たちに取り入れられていき，それまでのネガティ
ブな文化変容に着目した議論とは全く逆の視点――すなわち，観光開発が地域文化を
保存し再創造するという視点――に着目した研究が世に多く出てくることになった36）。
そしてこうした文化のダイナミズムが強調されていくなかで，それまでの，文化のオー
センティシティがあるかどうかという真偽の二分法自体が急速に意味を失っていく。

なお，こうした議論が展開してきた背景には，初期の観光人類学が観光のネガティ
ブな側面ばかりを強調するあまり，「観光に疑問を投げかける学」となり，「開発人類
学」が辿ったのと同様の経過をたどり「自己解体の学」になる可能性が大きいという危
惧感が，観光人類学分野の内部から自己批判的に出てきたことがある，との指摘もある

（橋本1999:pp.10-11）。
（3）touristic culture（観光文化）

こうした議論が展開する中，「touristic culture（観光文化）」37）という概念が注目さ
れるようになる。もともとtouristic cultureの概念は1970年代にはGraburnら（1976）
によって「tourist art（ツーリスト・アート）」や「airport art（エアポート・アート）」
として既に提示されていたものであるが38），そうした工芸品の多くは模造品であって，
オーセンティシティを欠く二流品であると考えられがちであった。しかし上記のような
文化のインボリューションに関する議論が深まるにつれ，観光が創り出す文化として肯
定的に捉える意味での「touristic culture」という概念が提唱されはじめる。そしてそ
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こで強調されたのは，伝統文化が消滅していくという側面ではなく，「文化が境界を超
えて享受され，古い伝統が新しい時代に適応し，そこに新しい文化が生成してくる」と
いう側面であった（山下 1996:p.10）。特にMcKeanが報告したバリ島の事例はその後も
多くの研究者によって調査がなされ，観光が伝統文化を刺激し，新しい文化の創造に至
る経緯が詳細に分析されている39）。

既にまとめたように，これまでの途上国の観光開発に関する議論は，主に開発経済
学分野における理論を援用して，観光活動のグローバル化を経済のグローバル化として
捉え，そこから派生するインパクトを評価するというマクロな視点に依るものであり，
地域やコミュニティのレベルで発生する諸問題をうまく説明することができなかった。
いずれにせよ，そこには大きな前提として，グローバリゼーションは世界を同質化，均
質化に向かわせる（西洋的な近代化理論，経済発展段階理論），あるいは従属関係を形
成する方向に向かわせるように作用するものであり，ローカリゼーションとは真っ向か
ら対立する方向にあるという了解があった。しかし「touristic culture」の考え方は，
このグローバリゼーションとローカリゼーションという二つの事象が，実は一つのプロ
セスを異なる角度で眺めたものに過ぎない，という新たな視点を提供した点で特筆に値
する。そしてこれによって初めて，途上国における観光開発の大きな背景として認識さ
れている経済活動や人々の移動のグローバル化に関する議論を，一方で同時に文化の
ローカル化や地域社会やコミュニティのアイデンティティの構築とも関係するという視
点で捉えることが可能になり，「touristic culture」という概念を以て地域の社会やコ
ミュニティのレベルで発生する諸問題について説明することができるようになったので
ある。言い替えれば，世界資本主義というマクロなシステムと具体的に観光活動が展開
されるホスト社会のミクロなシステムの接合面としての「contact zone（コンタクト・
ゾーン）」を捉えることが可能になったのである40）。

（4）touristic culture論へのコミュニティ・アプローチの導入と今後の展望
1990年代以降のこうしたtouristic cultureに関する議論は，実際の観光地を対象と

した研究の積み重ねの中で展開していくが，特にtouristic cultureが地域社会のアイ
デンティティに深く関係しているという視点から，ホスト社会が如何にアイデンティ
ティを構築していくか，という命題に問題の関心が集まっていく41）。このようなコミュ
ニティ側が積極的に観光開発にアプローチすべきであるとする概念は，「community 
approach（コミュニティ・アプローチ）」として，Murphy（1985）が80年代に既に提
示している。当時Murphyの提起した議論は，持続可能な開発という概念を観光開発に
おいて解釈しようとした試みであり，観光産業とは「資源産業，つまり自然の資質と社
会の遺産に依存する産業」（Murphy 1985:p.12，1995:p.174）であり，持続可能性を確
保するためには，観光開発において，地域住民の主導の下，地域の自然及び社会環境を
守ることが必要である，とするものである。そしてこうした前提の下，観光地と地域社
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会の一体化，観光客と地域住民とのふれあいを，コミュニティの積極的なアプローチに
よって実現するべきだと提唱している42）。1990年代以降のtouristic cultureに関する研
究はこうしたコミュニティ・アプローチの考え方を，観光向けに商品として提示される
文化に着目することで，より具体的に示したものであると言える。

特にGetz（1994，1995）は祭り等のイベントが観光用のアトラクションになってい
る点に着目し，こうしたtouristic cultureの視点から，「オーセンティシティとは商品
の一部として捉えることが可能である」という見解を示し，touristic cultureにおける
オーセンティシティについての新たな解釈を打ち出している。この見解はそれまでの

「オーセンテシティの真偽」という二分法に代わる視点を示したという点で以後の研究
に大きな影響を及ぼした。つまり，「オーセンティシティとは，伝統的なイベントと新
しくつくられたイベントとで異なったものを意味する」のであり，新たなイベントにお
いては「コミュニティの参加と支持の度合い」と「ホスト・コミュニティが自分たちに
とって意味があると判断するものであるかどうか」が「オーセンティシティの基準」と
なる，というものである。Getzの視点の画期的な点は，それまでの観光人類学分野に
おけるオーセンティシティに関する議論の限界が，“文化自身”を観光資源として捉え，
そのものの真偽を問うていた点にあったことを見抜き，それに代わる視点として，真の
資源は地域社会の “人”であることを明示した点にある。そしてそこでのコミュニティ
の意思決定を行う権利や過程こそがオーセンティシティの基準として問われる必要性を
提示した。さらにGetzは，コミュニティに根付いた形で観光開発を成功させるための
条件として以下の9項目をあげており，こうした項目が達成される情況下においてオー
センティシティは最大化するとしている（Getz 1995:pp.211-212）。

① 固有のテーマを反映している。すなわちその土地の価値観や伝統や感覚の意味を
明らかにしている。

② 人と人，および人と環境との相互関係を明らかにしている。
③ ホストとなるコミュニティによってコントロールされている。潜在的に破壊的な

外部の影響から保護されている。すなわち適切な機関と意思決定の過程が存在す
る。

④ 住民により評価され，積極的な参加を得ている。
⑤ 感情面と知性面の両方に対して刺激を与えるものである。
⑥ 郷土料理や民族衣装，民族舞踊，民芸品のような文化的に純粋なものを提供して

いる。すなわち（ゲストは）文化遺産的対象や史跡，イベントあるいは生活様式
に直接触れることができる。

⑦ 品質を犠牲にした収益の最大化によって観光客を食い物にしない。すなわち商業
目的が文化的目標と一致している。
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⑧ ホストとゲストを交わらせ，生きたコミュニティに参加させる。
⑨ 歴史的な出来事や対象を正確に描き出している。

このようにコミュニティの主体性に着目した議論は，touristic cultureについての議
論が深まっていく中で活発になってきた。そこではコミュニティに基盤を置く観光計画
の策定や，コミュニティ自身による観光資源の管理の必要性が強調される方向性にあ
り，単なる民族誌的興味を越えた学術的・実務的示唆を多分に含むようになってきてい
る。このことは，観光人類学研究者の多くが，実際の途上国開発問題に直接・間接にコ
ミットしていこうとする応用人類学を標榜していることに大きく関係しよう。つまり彼
らの取組からは，参与観察という伝統的な文化人類学的手法の利点を活かしてコミュニ
ティに深くコミットしていきながら，そこで発見された地域の理論を，途上国地域の主
体性に着目した開発・発展理論へと昇華させていこうとする試みが随所に見られるので
ある。こうした意味で，コミュニティ・アプローチによるtouristic culture創造の理解
は，途上国における観光開発問題をめぐる議論の学際的横断を可能とするアプローチと
して大きな可能性を秘めているとともに，持続可能な観光開発を評価する際の枠組みを
提示しうる視点であると言えよう。

3.4 文化遺産の保全・継承に対するインパクトに着目した議論
この議論は言い換えれば，観光開発における地域資源の管理に関する問題である。

途上国における観光開発の物理的環境へのインパクトに関する議論は，前述の1960年
代に国際機関を中心に開発奨励論が提示された際，観光収入を遺跡保存資金に充てるこ
とが妥当であるとするUNESCOでの議論にまで遡ることができる。その後，特に80年
代後半以降の環境保護や「緑」の意識に対する意識の高まりが，観光資源としての自然
環境や文化遺産の持続可能な利用・管理の必要性を模索する流れとなり，「low impact 
tourism（ロー・インパクト・ツーリズム）」や「ecotourism（エコツーリズム）」等多
様な試みとして展開されていく。こうした中，これら百家争鳴の如く乱出する資源管理
の議論を，「自然遺産」「文化遺産」の保存と活用の視点から総体的に集約し，有形資
源・無形資源の両者を内包する意味での，広義の「cultural heritage（文化遺産）」と
いう概念を提示することで，ひとつの枠組みの中で捉えていこうとしたのがUNESCO
やICOMOS（ICOMOS：International Conference of Monuments and Sites： 国 際
記念物遺跡評議会）といった国際機関である。こうした機関での議論は，「cultural 
landscape（文化的景観）」や「cultural dimension of development（開発の文化的側面）」
といった新しい概念を次々に提示し，「International Cultural Tourism Charter（国
際文化観光憲章）」という観光開発の具体的評価の枠組みを提示するに至っている点で，
今後さらに戦略的アプローチとして発展していく可能性が注目されるところである。
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こうした点から，ここでは主にUNESCOやICOMOSといった国際機関・組織を中心
とした議論に焦点をあてて，その流れをとりまとめる。

（1）遺跡保存のための観光開発に関する議論－文化観光の提示
途上国における文化遺産保存と観光開発が結びつけられることになったのは，1960

年代，国際観光が盛んになりはじめた背景を受けて，UNESCOが第13回総会（1964年）
において，遺跡43）保存がその国の観光および経済発展にもたらす効果について研究す
べきことを決定したことに遡る（河野 1995:p.536）。そしてこれに引き続き1968年の第
15回UNESCO総会で，ボロブドゥールやモヘンジョダロ等の遺跡の修復保存を支援す
ることが決定された折に，それまで単なる保存の必要性のみを強調してきたUNESCO
が，具体的に遺跡と観光の結びつきを推進する立場をとる。このとき事務局長は，「観
光を通じて保存の資金を集めることが妥当である」と指摘している（河野 1995:p.537）。
こうした当時のUNESCOにおける方向転換の背景としては以下の二点があったと言わ
れる。まず一点目は，保存の為の資金不足。当時は，新興国のUNESCO加盟ラッシュ
で，1960年代10年間だけでも43の新興国の加入があり，しかもそのほとんどが緊急に
援助を求めている途上国あるいは独立直後の貧しい国であった。こうした状況下，遺跡
を中心とした文化遺産の保存援助事業数も急増，UNESCOにとっては多額の資金をど
う確保するかが最大の問題となっていた（河野 1995:p.512-513）。そもそもUNESCOは
こうした援助資金を自己の正規予算（加盟国が義務的に拠出する分担金）からは支出で
きないので，外部からの任意拠出に頼らねばならなかった。しかしいくら人類共通の遺
産という観点から任意拠出に頼るといっても限度があり，また遺跡保存工事は当事国の
自助努力を基本としなければならないとする事業の理念も明確にされた。こうしたこ
とから，UNESCOは文化遺産を現代社会が有効に利用し，観光と結びつけていくこと
を提唱したのである（河野 1995:p.536）。もう一点は，先進国の開発モデルを途上国に
移植する方法を採った「国連開発の10年」の失敗が明らかになり，1970年代の第二次
計画で「endogenous development（内発的発展）」という方針に切り替える必要が指
摘されていた時期であった点である（河野 1995:p.317）。この時期はこうした開発の定
義修正が行われ，経済以外に社会的・文化的・人間的要素を取り込んだ「self-reliance

（自助努力）」（The Dag Hammarskjöld Foundation 1975）の方向性の模索が始まっ
た時期であり，UNESCOも文化遺産の現代社会における役割を増大する方法として，
一般人への公開，すなわち文化遺産の保全と開発との接点を観光利用に求め，これを

「cultural tourism（文化観光）」と呼び，文化観光は人間の文化活動の一部だとしつつ
も，同時にそれは経済活動の一部でもあると位置づけるようになった。なおUNESCO
では「文化観光」について，UNESCO憲章に規定されている目的のうち，①各国民の
相互理解，②文化の伝播と大衆教育，③開発・発展，④世界の文化遺産保存，の四項目
に貢献するものであると認定している44）。
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こうしてUNESCOは，遺跡保存事業を通して，国連主導による世界的課題解決のた
めの開発計画に，文化的側面から参加し，貢献することとなった。それまで文化活動
は，国連開発関係資金への申請資格を認められていなかったのだが，このように文化遺
産の「保存と開発」が観光という側面で結びつけられて以降，遺跡保存事業が開発の一
部とされ，開発援助の対象となったことは意義が大きい45）。折しも1966年の国連総会
決議では，国際観光が途上国の経済成長に重要な貢献をすること，教育・文化・経済・
社会の分野において有用な役割をもつこと，したがって観光開発のための国際協力が必
要とされること，についての指摘（United Nations 1966）が行われており，結果とし
てこの指摘を，まずUNESCOが具体化する形となった。ただこうした当時の国際機関
における一連の決議では，観光開発の正の側面が強調されており，「開発奨励期」特有
の楽観主義が，遺跡保存と観光開発の関係性の捉え方にも影響していることがわかる。

（2）開発の文化的側面に関する議論
1970年代に入ると，UNESCOでの議論も他の分野での議論と同様，開発警戒論を受

けて，それまでの文化観光開発への無条件の支持から，徐々に軌道修正を始め，観光開
発については，「遺産保存に貢献する面と，逆に遺産の環境を破壊する面の両方を考慮
すべきこと」46）が指摘されるようになる。こうした背景からICOMOSは1976年に「1976 
Cultural Tourism Charter（文化観光憲章1976）」を起草する。彼らの主張は，文化遺
産を観光する観光客と，遺産保存および管理をする人々との間のコンフリクトに対処す
ることに重点を置いたもので，遺産保存の観点から，観光客は遺産の物的保存や場の雰
囲気に脅威を与える存在であると位置づけられた（Brooks 1999）。その後，UNESCO
等における，こうした観光開発の負のインパクトについての議論は，この時期の国際的
な論調を受けて，文化遺産自身へのインパクトから，地域社会へのインパクトへと視点
がシフトしていく。そして1976年のUNESCO総会では，観光開発と遺産保存を「積極
的に結びつけていこうという姿勢は放棄され」，代わって「遺産の存在する地域社会の
住民が，文化遺産の保存と公開に関心を持ち，それに参加することを促進する事業を実
施すべき」だと決定している（河野 1995:p.549）47）。こうした議論は70年代に展開された，
従属論によるマスツーリズム批判や新植民地主義批判，地域アイデンティティの尊重等
の議論の影響を強く受けており，当事国とその地域住民の参加なしに観光開発の適正化
はありえない，ということの主張であった。

こうした視点は，1975年に提示された「内発的発展」の概念を取り入れながら，そ
の後UNESCO事務局の文化政策研究に引き継がれ，1982年には「cultural dimension 
of development（開発の文化的側面）」の確認という理念として，以下のように定義さ
れるに至る。

「開発の文化的側面：文化は開発プロセスの基本的部分を構成しており，国の独
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立，主権およびアイデンティティの強化に貢献する。…（中略）…開発に人間
性を与えることが不可欠であり…（中略）…均衡のとれた開発は，そのための
戦略の中に，文化的要素を組み込むことによってのみ達成され得る。したがっ
て開発のストラテジーは，各社会の歴史的・社会的および文化的脈絡を考慮に
入れて策定されなければならない」（UNESCO 1982:p.42，河野 1995:p.555）

この理念の目標が開発と文化発展とを二者択一の対立関係として捉えるのではな
く，これを統合することにあることは明らかであり，1989年には今後10年の事業計画
において，5つの中心課題のひとつとして「特に途上国のために，観光が文化，開発，
環境，キャパシティ，経済等に与えるインパクトを研究すること」が決定されている

（UNESCO 1989:pp.4-9，河野 1995:p.569）。
こうしたこの時期の「開発の文化的側面」という概念は，開発への文化的要素の導入

を謳っている点で，その後の遺産保存の流れを大きく位置づけたものである。ただしそ
の内容は依然として理念的・観念的なもので，具体性に欠けており，実際の観光開発評
価の枠組みとしての展開はその後の議論を待たなければならなかった。

（3）文化観光の具体化に向けた試行
1980年代後半は東南アジアの国際観光が飛躍的に発展した時期であるのだが，

UNESCOは提唱して久しい「文化観光」の概念について，依然としてその具体的な
方法論を途上国に提示するまでには至っていなかった。こうした事情から，「ボロブ
ドゥール遺跡保存事業のフォローアップの意味もあって」，UNESCOではボロブドゥー
ルを含む中部ジャワを「文化観光」の概念を「実施に移すための格好の場であると考
え」，UNDPの資金協力を得て，1991年から7 ヶ月間かけて，開発理念，方法論等の
研究を行った。目的は，「文化遺産の保存と観光開発をいかに結びつけるか，そのた
めの文化観光の運営や市場調査の方法開発等を行」い，「インドネシア全国の文化観
光開発のモデルにすること」であり，具体的に次の項目が含まれていた（河野 1995:
pp.540-541）。

・ 文化を広く解釈して，歴史，宗教，遺跡，文学，芸能，工芸，生活様式，料理，
その他を総合的に提供すること

・ エキゾチシズムではない，正統な文化を紹介するためのガイド養成システムを開
発すること

・ 文化の保護・発展を確保すること
・ 環境との調和をはかること

そしてこの研究は，文化観光の持続可能性を確保するためには，三種類の質を高め
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ることが必要であると結論づけている。すなわち，①観光客による文化経験の質，②提
供される文化の質，③提供者である地域住民と国民の生活の質，の三点である。さら
に，この三点を高めることで，インドネシア文化が海外からの旅行者により正しく理解
されるだけでなく，楽しまれるものとして提供することが可能となるとしている。そし
てそのためには，観光客がより長く滞在してもらえるよう安いホテルを建てたり，個人
観光客の便宜を考慮したりする必要があることも指摘している（河野 1995:pp.541）。こ
こで注目すべきなのは，80年代から展開されている「開発の文化的側面」に対する配
慮を，実際の開発の中で具体的に位置づけようと試みられていることである。具体性は
欠くが，そのひとつの答えとして，文化遺産を単なるモノとしてではなく，より広い意
味で解釈しようとしている。この広義の文化遺産を考えていこうとする流れは90年代
以降，本格化していき，文化観光の新たな定義へとつながっていくことになる。

（4）文化的景観に関する議論
80年代以降，世界遺産保護に関する議論の中でなされていたもうひとつの議論に，

それまでの文化遺産保存の議論がモニュメンタルな欧米型の「monuments（記念的建
造物）」に偏重しており，本来文化遺産が包含している多様な価値観が反映されていな
いという指摘があった。こうした指摘は，遺産の概念自体をより広範にとらえようと
いう動きとして活発化していく。つまり，従来のように単なる「物件」（有形遺産，特
に不動産）だけを遺産として考えるのではなく，「景観」を構成するそれぞれの要素を，
有形・無形，動産・不動産を通じた人間の営みの総合的なシステム（広義の「文化」）
として再構成し，そのシステム自体に世界的な価値が存在するとする考え方である。そ
してこのような議論の中から提示されたのが，「cultural landscape（文化的景観）」の
概念であり，「living culture（生きた文化）」，「living tradition（伝統）」等広く人間の
諸活動に関わるあらゆる自然的・文化的要素を相対的に「景観」として捉え，そこに居
住する人間の生活の証として位置づけたものと定義された（根木ら1999, pp.54-58）。こ
の概念は1992年の第16回世界遺産委員会にて導入が正式に決定され，国際的な世界遺
産保護の体系に組み込まれることになった（World Heritage Committee 1992）48）。さ
らに1994年には世界遺産委員会により，「遺産を“もの”として類型化するアプローチ
から，広範囲にわたる文化的表現の複雑でダイナミックな性格に焦点をあてたアプロー
チへと移行させる必要」があり，「人間の諸活動や居住の形態，生活様式や技術革新等
を総合的に含めた，人間と土地との共存のあり方を示す事例や，人間の相互作用，文化
の共存，精神的・創造的表現に関する事例等も考慮すべき」であることが指摘されてい
る（World Heritage Committee 1994，本中 1999:pp.260-261）。

本来こうした議論は純粋に遺産保護の見地から議論されてきたものであり，上述の
開発の文化的側面に関する議論や観光開発に関する議論とは全く別になされてきたもの
である。しかしこの文化的景観の概念が，文化遺産と人間活動の関係性を包括的に提示
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したことにより，自然環境や社会的・文化的環境が文化遺産を成立させている重要な要
素であるとして，広義の文化遺産に組み込まれた意義は大きく，それまで漠然としてい
た文化観光の定義や開発と文化の関係性について，その後の議論に大きな影響を与えて
いくことになった。

（5）国際文化観光憲章の提示
先に述べたとおり，ICOMOSは1976年に「1976 Cultural Tourism Charter（文化

観光憲章1976。以下，旧憲章と呼ぶ）」を起草しているが，その後，それ以降の世界的
な観光産業の成長や，上記のような文化遺産の保護・管理における新たな姿勢と方法
に関する議論，といった変化を反映して改訂作業を行うこととなった。そして1999年
に発表されたのが「International Cultural Tourism Charter：8th Draft（国際文化
観光憲章：草案。以下，新憲章と呼ぶ）」である（ICOMOS International Scientific 
Committee on Cultural Tourism 1999）。新憲章は，それまでのUNESCOやICOMOS
での議論を反映して，二つの事柄を明確に打ちだした点で大きな意義を持つ。すなわ
ち，「文化観光」の定義が明確に提示されたこと，そして遺産保存と観光開発との基本
的関係性の踏まえ方とその評価の枠組み，この二点が明示された点である。

まず文化観光の定義についてであるが，従来はUNESCO等における議論の背景もあ
り，文化遺産を対象とする観光形態のことを漠然と指していたが，その後の文化的景観
等，広義の文化遺産概念の成立により，以下のように新たな定義が提示された。
　

■定義の前提（Brooks 2000:p.2）：
・ 新憲章では「文化観光」を狭義でとらえることを避ける。
・「文化観光」は，しばしば博物館や美術館，歴史遺産や伝統的パフォーマンスを

鑑賞することのみに限られて定義されがちであるが，これはあまりにも狭い定
義であり，ビジターとホストコミュニティの多様な相互関係に対する認識が欠
如している。

・ 新憲章では，「ある場所を訪れる」という形態の観光は，いかなる場合であれ，
その場所に関する，ビジターの“文化的”経験を含むものであると考えるものと
する。

・ そして，こうした“文化的”経験とは，歴史遺産や伝統的パフォーマンスと同様
に，現在の生活習慣，食事，地誌，環境，都市や農村も含めて考えられるべき
である。

■文化観光の定義（ICOMOS International Scientific Committee on Cultural Tourism 1999）
次のような対象を，資源あるいは目的地とする観光形態を指す：
すなわち，歴史的市街地，町並みや集落，宗教的な場所，文化的景観，産業
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表 1　 国際文化観光憲章（1999：ICOMOS）におけるキーコンセプトと原則

《キーコンセプト》
① 遺産としての場所や無形遺産，収蔵物を保護・保存し管理する主たる理由は，それらの重要性を，

物理的にあるいは知識として，ホストコミュニティ及びビジターにアクセス可能とすることにある。も
し大衆が文化遺産から遠ざけられるようなことがあれば，遺産の保存プロセス全体が停滞し，遺産
保存のために必要な資金や，世論の支持，政治的支援を得ることができないであろう。

② 適切に管理された「文化開発」並びに「文化観光」への物理的アクセスや情報アクセスの確保は，
人権に関する事項であり，当然の権利である。一方，訪問者はその責任において，これらアク
セスを尊重する義務を有する。また，インタープリテーションは文化遺産を人々に公開する上
で重要な役割を果たす。

③ 文化遺産は，場所，人工物，文献，伝統的に継承された無形遺産を含む，広義の概念で捉えね
ばならない。さらにそれは成長や変化に際して参照されるべき動態的なポイントであり，肯定
的な方法を以て捉えることができる。

④ 国内および国際観光は文化交流の主要な手段のひとつであり，今日における他者の生活や社会，過
去から継承されてきたものを個人的に経験することができる。こうした観光を通して，文化資源は経
済的利益を得ることができ，管理が適正に行われた場合，重要な開発の先導役となり得る。

⑤ 観光はホストコミュニティに利益をもたらすべきであり，文化遺産の真正性や物理的外観に過
度のインパクトを与えないよう計画されるべきである。

⑥ 本憲章は従来ICOMOSが取り扱ってきた記念構造物や遺跡における観光のみに対象を限定する
のではなく，場所，収蔵物，ホストコミュニティの生活面等を含む，文化遺産のあらゆる形態
と観光との相互作用にまで拡大して考えるものとする。

⑦ 遺産の「重要性（significance）」という広い概念に重点を置く。本憲章においては，観光とい
うコンテクストにおいて管理されるべき遺産そのものや収蔵物の具体的性格を指す。

《文化観光における6つの原則》

原則１．遺産へのアクセスの保証（遺産理解の機会提供）
・ 国内および国際観光は文化交流の主要な手段のひとつである。したがって遺産保存はホストコ

ミュニティと訪問者に対し，コミュニティの文化と遺産について直接的に体験し理解する機会
を提供するものであるべきである。

原則2．文化遺産と観光の持続可能な関係性の構築
・ 文化遺産と観光との動態的な関係性は，両者にとって持続可能な将来を達成するよう管理され

るべきである。
原則3．訪問者の経験を価値あるものとすること
・ 遺産保存と遺産おける観光計画は，訪問者の経験を価値ある，満足のいく楽しいものになるよ

う保証するものでなければならない。
原則4．ホストコミュニティと関係する先住民の関与
・ ①ホストコミュニティ，②地域レベルでの遺産所有者，③彼ら固有の土地と重要な場所につい

て伝統的な権利と責任を有する先住民は，遺産保存と観光のプランニングに関与すべきである。
・ これら主体は，観光という文脈における遺産，伝統文化・習慣，現在の文化的表現について，そ

の認定や保護・管理，プレゼンテーションやインタープリテーションの目標，戦略，政策，計
画のプロセスに関与すること。

原則5．ホストコミュニティへの利益の還元
・ 観光と遺産保存の活動はホストコミュニティに利益を還元すべきである。
原則6．遺産の個性の保護と向上のための観光振興プログラム
・ 観光振興のためのプログラムは文化遺産の個性を保護し，高めるものでなければならない。
（出所）Brooks ,G.（2000）, p.3-4 をもとに筆者訳・作成。
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遺産地域，貴重な自然環境を有する場所，博物館や美術館（art galleries）。ま
た先住民が管理の意志，権利または責任を持ち続けており，彼らにとって重要
な意味を持つ古来の場所も含む。

次に，遺産保存と観光産業との基本的関係性の踏まえ方についてであるが，旧憲章
では，遺産を観光する観光客と遺産の保存およびそれを管理する人々との間のコンフリ
クトに対処することに重点をおいていた。そしてそこでは観光客は，遺産の物的保存や
場の雰囲気に脅威を与える存在と見られていた。一方，新憲章では従来の単なる善悪論
ではなく，表－1に示すように7つのコンセプトを提示し，遺産保存と観光開発との基
本的関係を多角的に評価する枠組みを明示した。この新たなコンセプトの書かれ方から
もわかるように，この新憲章は，開発の文化的側面や文化観光等の理念的・観念的な議
論と，遺産の存続を可能とするための政治的・資金的サポートに関する現実的な議論と
いう，二つの側面からの議論に対する回答となっている。そしてさらに，単なる遺産保
存の観点を超えて，観光開発全般の評価の枠組みをも示しており，これまでの広範な分
野における議論の，現段階におけるひとつの到達点と見ることができる。特に遺産の

「重要性」や価値に関するインタープリテーションの役割（キーコンセプト②），ホスト
社会と関係する先住民の遺産保存と観光開発への関与（原則4），といった視点は，観
光人類学分野をはじめとする関連分野や，近年の持続可能な観光開発を目指す様々な現
場（特に，情報開示や住民の意思表明等を含む参加型開発の考え方）から，その研究成
果を取り入れた結果であると考えられる。

（6）住民と遺産管理者（行政）の協力方式に着目した議論と今後の展望
このように文化観光の概念ならびに保存と開発のあり方が次第に明確化されていく

中で，UNESCOは世界遺産保護の現場でこうした考え方の実践を開始する。1995年か
らは，特にアジア地域の途上国の世界遺産都市（歴史地区）を対象に，「保護と開発の
ためのプログラム」49）を行っており，持続可能な都市計画や建築デザインという観点か
ら，観光収入の歴史的建造物保存への活用等，観光振興のあり方も含めて議論されてい
る。

こうした一方で，新たな問題が表面化してきた。それは1990年代後半から顕著にな
る，アジア地域の世界遺産都市（歴史地区）における観光客数の激増である。もともと
特に開発圧力が高かったアジア地域の都市が，世界遺産として登録されることにより，
知名度が上昇，急激に観光客が増加して，地域に過度の負のインパクトを及ぼす危険性
がUNESCO等によって盛んに喚起されるようになる50）。従来の議論の中でUNESCO
は，こうした地区は歴史的に地域社会が存続してきた「活きた」市街地であることを重
視し，地域社会の管理による持続可能な文化観光の創造の必要性を訴えてきた51)。特に
保護建築の商業利用は，遺産を現代に適応した形で利用し続けるという点で重視されて
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きた手法であり，それを適正に行うことで地域の魅力を演出する主客交流の場として活
用できる可能性を秘めているとされてきた52）。しかしながらUNESCOの報告によれば，
急激な観光地化に伴い外部資本の大量流入を招き，地域社会が主体性を発揮できず，
旧来の住民が歴史地区を離れていってしまうという現象が発生している（UNESCO 
PROAP 2000）。こうした中，これまで言われてきたような観光評価の枠組みの中で，
如何に生活者としての住民が遺産の中に住み続けながらこうした問題に対して主体性を
発揮すべきか，そして住民と主たる政策決定者・遺産管理者としての政府とが協力関係
を構築すべきか，という点が緊急の課題として持ち上がってきた。このような課題は，
これまでの議論の中で理念として提示されてはいたものの，具体的調査・研究はなされ
ていなかったものである。以上のような情況を受け，UNESCOのアジア・太平洋地区
事務所は「文化遺産管理と観光に関する会議」53）を2000年4月（第1回，ネパール・バ
クタプール），2001年10月（第2回，中国・麗江）で主催している。しかしながら，問
題提起としては非常に大きな成果をあげているのだが，内容は各都市の現状報告に留
まっており，具体的研究成果に乏しいのが現状である。

しかしいずれにせよ，UNESCOやICOMOSが単なる遺産保護の立場から，途上国に
おける開発問題と文化に関する議論に大きく踏み込み，国際文化観光憲章に見るよう
な，地域資源を活用した文化観光開発の適正な展開が，「持続可能な開発」のひとつの
解答となるかもしれないということに，現場の実務の中で気付いたことは高く評価され
てよい。今後はまさに現在議論されているような，地域社会が主体性をもって観光開発
を進めていくための戦略的アプローチを，途上国に具体的にどこまで提示していけるか
が課題となってこよう。

4 地域社会の自律性と持続可能な文化観光開発―まとめに変え
て―

以上，第2章でこれまでの途上国観光に関する研究や議論の流れの整理と時代区分を
行ったうえで，第3章でこうした議論の流れを4つの異なる視点（経済的インパクト，
政治的インパクト，社会文化的インパクト，環境へのインパクト）から考察した。これ
ら4分野の議論に共通して言えることは，マスツーリズムのインパクトへの批判に始ま
り，持続可能な観光開発を目指すために，ホスト社会の自律性が発揮される範囲として
の，より小さな地域規模での観光活動（地域社会による資源管理や関連産業の小規模経
営）に視点が移ってきているということである。インフォーマル部門の方が地域経済
構造に高度に統合されるといった議論54）は経済的インパクト面に着目したその典型的
なものだし，政治学分野におけるコミュニティ内の意志決定システムのあり方の研究
の必要性に関する議論55）や，観光人類学におけるコミュニティ・アプローチの提唱56），
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ICOMOS（ICOMOS：1999）による国際文化観光憲章の起草等，いずれも地域社会が
観光開発や資源管理へ主体的に関与していくことを求めているのもその例である。言い
換えれば，途上国の観光開発に関する議論は，外国や中央政府の巨額の資本と技術に依
存した大規模開発中心の観光開発方式から，地域のコミュニティに根ざした観光経済活
動や，地域内部における循環を重視した地域経済システムを再評価することにより，国
際的な観光客の受け入れ体制は維持しながらも，海外資本や大資本の流れに過度に依存
しないシステムへの転換を求める方向にあると言えよう。

そしてこうしたシステムを構築するために地域の主体性が求められる以上，
UNESCO（UNESCO：1982）での議論に見られたように「開発の文化的側面」が次第
に考慮されるようになる。この動きは開発戦略に社会的・文化的脈絡を含めていくこと
であった。こうした中で，文化的景観の議論に見られるように，有形・無形の文化遺
産，自然環境や社会的・文化環境等，人間の営みに関係するすべての要素をひとつの
システムとして捉える発想が生まれてくる（World Heritage Committee 1992）。そし
てこれが，観光開発における文化資源の概念の拡大，cultural tourismの定義へとつな
がっていった（ICOMOS 1999）。

こうした議論を総括すると，人間の営みに関係するすべての要素が「文化資源」とし
て観光活動の対象となることが明確に位置づけられ，観光開発という文脈においてはこ
れら要素を再構築することでtouristic cultureを適切に創造し，文化観光を成立させる
ことが重要である，ということができよう。そして議論のひとつの到達点として，国際
文化観光憲章に見るように，こうしたプロセスこそが持続可能な観光開発を実現するう
えで重要な要件となることが近年示されつつある，と見ることができよう。

こうした議論の流れは，途上国にとっての観光開発が，極めて典型的な開発問題の
ひとつとして位置づけられてきたことを考えれば当然の帰結であったと考えられる。す
なわち以下の三点のような，途上国における観光の開発問題としての位置付けである。
まず，途上国は国際観光（マスツーリズム）を通じて世界経済システムの中心部とリン
クすることによって，経済発展を目指す（当時で言う「近代化」）戦略をとった点。第
二に，これらの国々の多くは程度の差はあれ，中央政府に権力と資本を集中し，外資と
手を組むことによって観光開発と近代化を推進する国家主導型の開発独裁体制をとって
きた点。（そしてこうした二つの顕著な性格の下，地域社会の意志とは関係なく地域資
源の商品化を進めることで観光開発を進めてきた結果，各種の負のインパクトが表面化
したり，開発そのものが行き詰まらざるを得なかったりした。その結果として，他の開
発問題同様，世界経済システムと国家主導型開発に対するオルタナティブの模索に議論
が移っていった。）そして第三に，途上国は相対的に資金的余裕がなく，地域の経済発
展や遺産保存のためには，やはり経済活動としての国際観光を活用する必要があった
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点。このことが，全てのマスツーリズムは悪であり，どんなオルタナティブも善である
とするような二者択一の極論を廃して，国際的な観光客を受け入れる体制は維持しなが
らも，海外資本や大資本の流れに過度に依存しない地域社会のシステムを構築していく
ことが必要であるとする現実的な方向へと議論を進めたのである。これがすなわち「持
続可能性」を目指す方向であったと理解できる。つまり，文化遺産保存と観光産業の振
興，ホスト社会とゲスト社会，といった観光開発をめぐる動態的な関係性の，地域社会
による持続的な維持・管理を可能とするシステムの構築を目指す方向である。

こうした考え方は，特に観光人類学における文化の商品化を説明する枠組みとして
の「touristic culture」の考え方や，ICOMOSの「国際文化観光憲章」における「文化
観光」の考え方に顕著に示されている。つまり，ローカルなシステムをグローバル化と
対極に置くのではなく，国際観光活動（マクロなシステム）とホスト社会（ローカルな
システム）との接合面「コンタクト・ゾーン」において観光活動の主体的管理が可能と
なるという考え方である。UNESCOの文化政策において，観光開発と地域の社会・文
化を二者択一の対立関係として捉えるのではなく，これらを統合する方向を目指した
のもこうした意味を持つものであった。そしてこうした見方に基づけば，コンタクト・
ゾーンにおいて，地域の自律的な活動のもとに，伝統的で固有な文化資源に基づきなが
らも観光向けに再構築され管理されるものが「touristic culture」であり，それに基づ
く観光形態が「文化観光」であると理解することができよう。

そしてこれまでの議論にしたがえば，文化観光という文脈において再構築されるべ
き文化資源（人間の営みに関係する要素）とは，以下の三つに大きく分けて考えること
ができよう。すなわち，①意識構造，②技術体系，③社会構造の3つである。①の意識
構造とは，観光人類学分野での議論で広く主張された要件である，アイデンティティの
構築や再認識として理解される要素である。②の技術体系とは，衣・食・住，芸能等，
人間生活に関わるすべてのものをつくる技術の体系であり，McKean（1989）の指摘し
た文化のインボリューションや，touristic cultureの創造として理解されるものである。
また，観光において提供される郷土料理や生活様式としても理解できる。そして③の社
会構造とは，例えば，地域間の従属的な立場からの脱却において議論される国家間ある
いは国内地域間の関係性の変革，観光開発に関わる主体の多様な関係性（あるいはネッ
トワーク）の見直し，伝統的な生産組織の観光産業への新たな展開等として理解される
要素である。

以上のような議論を総括すると，持続可能な観光開発を実現するうえで重要な要件
は，ホスト社会の営みに関係する全ての要素，すなわち文化遺産を対象とし，ホスト社
会自身がこれを維持・継承すると同時に，観光という文脈において再構築することで文
化観光を適切に創出する取り組みが行われることである。そしてこうしたプロセスが成
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立しうるのは，必然的に地域の主体性が機能し，自律的な活動の展開が可能となる範囲
においてであり，これがより小さな規模でホスト社会に密着した形の観光形態が求めら
れる理由である，と結論づけることがでよう。こうした視点から，小さな規模でホスト
社会に密着した形の観光形態が展開できる，すなわちホスト社会が主体性を発揮できる
可能性のある範囲としての歴史的市街地や農村集落を取り上げることで，文化観光の成
立背景とその地域に及ぼすインパクト，地域が自律性を発揮する上での制約要因，そし
て既存の文化資源にもとづく観光産業を地域社会が創出していくプロセスを実際に検証
していくことは，地域開発研究として大きな意義があると考えられる。

しかしここで，これまでの文化観光の創出に関する議論における大きな視点の欠落
に注意しなければならない。それは，途上国の観光開発が，ほとんどの場合，経済政策
として国家あるいは地方レベルの政府によって決定されている点を見落としている点で
ある。このことは，ややもすると理想的な「内発的発展論」として，こうした地域社会
の主体的なアプローチを「閉鎖系であること」と誤解してしまう危険性を大いに孕んで
いる。地域の内発性への着目はもちろん重要ではあるが，観光振興が地域開発行為であ
る以上，政策決定者，計画策定者といった他のプレーヤーの役割を充分考慮する必要が
ある。こうした課題については，先に述べたようにUNESCOにおいて，ここ数年来，

「住民と遺産管理者（行政）との協力方式」の模索として，やっと取り上げられるよう
になってきたものの，これといった成果は未だ出ていない。今後は，自律性に裏打ちさ
れた形での，行政当局とホスト社会構成員（住民）を結ぶ関係性のあり方についても検
討していくことが重要である。
　

なお，こうした今後の課題を検討していく際，万能の普遍的解決方法は存在しない
という点に注意する必要がある。なぜなら，文化観光自体がその国・地域固有の文化資
源に依拠した産業であり，文化資源の多様性ゆえに，万能薬は存在し得ないからであ
る。すなわち有る地域の成功事例が必ずしもその他の地域に適応できるとは限らないの
である。まさにこの点に，地域開発論あるいは建築・都市計画といった観光開発の計画
実務面に携わる分野が，地域の社会・文化を深く洞察する手法としての文化人類学を
応用していく必要性と重要性がある。こうした意味で，本論文集にまとめられている，
2002年度から2004年度にかけて国立民族学博物館で行われた，文化遺産とツーリズム
をめぐる学際的な議論の数々は，学術的にも実務的にも高く評価されるべきものである
ことを強調しておきたい。
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注
1） 例えば Lee（1987），Wilkinson（1987）等がこうした傾向を指摘している。
2） 第三世界，低開発国（less-developed countries），開発途上国（developing countries），「南」

といったように，総体的に開発程度が低い国々を，様々な用語を以てひとつの範疇にグルーピ
ングしようと試みられてきているが，その定義は時と場，研究者や機関によってまちまちであ
る。こうした国々をグルーピングすることや新たな定義を提示することは本稿の目的とするとこ
ろではないので，用語に関する議論についてはこれ以上深く触れないが，本稿の目的に立脚
すれば，開発途上段階にある国々における問題の核心のひとつは，強大で急速な開発圧力下
の資源開発のあり方にあると考えられる。こうした観点から，これらの国々を指す用語として，
本稿では一般的に国連機関で用いられている「開発途上国（developing countries）」という表
現で統一するものとする。一般的に 1950 年代に低開発国（underdeveloped countries あるい
はless-developed countries）に固有の問題が，国際社会において重要な意味を持つようになっ
てきた。それに伴いアジア，アフリカ，ラテンアメリカの国々は，進歩の遅れを意味する低開
発国という名称を嫌い，1960 年ころから開発途上国と自らを呼ぶようになった。これら途上国
は，1964 年の国連貿易開発会議（UNCTAD）第 1 回総会が終わった時点で，初めて共通の
グループを結成した。それが 77 カ国グループ（G77：Group of 77）である。G77 は，その後
加盟国が増え，1998 年 4 月現在約 160 カ国・地域（世界の国の約 8 割）に達している。途上
国は，1 人当たりの国民所得の大小により区分されると考えられがちであるが，G77 には 1 人
当たり所得 2 万ドルに及ぶ産油国から，数百ドル台の最貧国までもが含まれ，一様ではない。
歴史的にいえば，国際分業体制の中で，1 次産品輸出に特化し，不利益をこうむってきた国が
多いが，最近では，DAC（開発援助委員会）は途上国以外で援助を必要とする旧ソ連，中・
東欧の 13 カ国を援助対象 2 部国とし，96 年から，NIES（新興工業経済地域），産油国等 15
カ国・地域をここに加えることにしている。詳細は荒木・国際協力事業団（1999）, pp.23-24 等
を参照。

なお日本語において「開発途上国」は単に「途上国」と呼ばれることも多いので，本文中で
は特に必要のない限り，慣例的に「途上国」と表記するものとする。

3） わが国の ODA においては，例えば観光開発マスタープラン調査，観光開発計画調査と
いった案件があり，観光インフラ，観光資源，環境／自然条件，市場調査等の具体的調査
が多くの途上国で行われている。

4） 例えば United Nations（1966）等。
5） 藤村（1996），pp.20-23 等参照。
6） Jenkins（1994），Wolfson（1967）等。
7） 例えば Sands（1966），Mings（1969）等。
8） 例えば Bryden（1973）等。
9） 従来，後進性を説明するために提示され理論のなかで，最も華々しく論ぜられたのが，近

代化理論であった。近代化理論といわれるものには様々な内容のものが含まれるが，一般
に地域開発分野で近代化理論という場合，次のような考え方を指す。後進性とは，近代化
の遅れのことである。先進工業国は，すくなくとも 20 世紀に入るまでに近代化を完了し
た。ところが第三世界の大部分の国々は近代化が遅れ，依然として「前近代的段階」に留
まっている。この後進性は，先進国の社会に備わっているある種の性格が欠けているとこ
ろから生まれる。ただし，先進国も後進国も，同一の歴史的発展過程を辿っており，後進
国が「近代的性格」を発展させ得るならば，「資本主義」の発展段階を向上させることが出来，
先進国と同じく発展できる。例えば Boeke（1953）等参照。
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10） アメリカの社会学者 Wallerstein は，世界システムを経済分業で結ばれた全体，あるいは人間
の物理的，精神的存在にとって重要なものを生産して交換する集団的広がりととらえ，そのよ
うな関係の世界的規模における成立は，東方貿易を飛躍的に拡大したインド航路が開拓され，
また銀の大量流入をもたらす新大陸が発見された 15 世紀後半から，その経済効果がヨーロッ
パ中心的初期世界市場の誕生につながる17 世紀前半までの「長い 16 世紀」においてであると
指摘した。「長い 16 世紀」の終わりには，常備軍，官僚制，新興市民層等を背景に中央集権
化の条件が広く整い，国民経済の発達と軍備拡張が可能となってヨーロッパの求心性が揺るぎ
ないものになり，近代ヨーロッパ中心型世界システムの様相が明らかになった。強力な中心の
出現は同時に他の地域の周辺化をもたらし，ヨーロッパの中心性の維持と，世界の他の地域の
周辺化は一対のプロセスとして進展した。中心（center）と周辺（periphery）の生成が進むと，
必然的に他の二つの重要なカテゴリーが現出した。一つは周辺の一部でありながら経済的自立
を目指し，他の地域を周辺化することで自らの中心性を高め，中心国の仲間入りをいずれ達成
しようとする準周辺（semi-periphery）と呼ばれる諸国で，その特徴は中心を目指すアグレッ
シブな上昇志向にある。もう一つは，世界システムにおける周辺化作用を免れるために，自ら
をシステムから遮断し，システムに有機的に結合されない立場をとる地域で，外部（external 
area）と呼ばれ，地理的に遠方であるために事実上経済分業に組み込まれない地域も含ま
れる。このような関係性の中でいかに中心を構成する地域や国が移り変わり，それにともなっ
て覇権が循環し，またさまざまな周辺化作用が展開したかという観点から，数世紀にわたる
時間軸で巨視的に分析してこそ世界の本質が理解できるとする見方が世界システム論である。
Wallerstein（1974）。

11） 1960 年代よりT.ドス・サントス（Theotonio Dos Santos）や C. フルタード（Celso Furtado），
A.G. フランク（Andre G. Frank）等のラテンアメリカの経済学者（「structuralist（構造主義者）」
とも呼ばれる）らによって唱えられ，南北問題の理論化に大きな影響を与えた学説。第三世界
の貧困の起源は，一次産品供給の単位として世界システムに組み込まれた植民地の歴史にまで
さかのぼるとし，ヨーロッパ中心型世界システムの発展と一対のプロセスとして非ヨーロッパ世
界の周辺経済化が進んだと論じた。植民地独立によって旧宗主国の支配からは解放されても，
単一栽培を強化するアグリビジネスや資源開発型多国籍企業の浸透により，同様の垂直的分業
と収奪体制が維持されたと指摘し，低発展が構造化されたことをラテンアメリカの事例研究に
よって示した。詳細は絵所（1991）（1997）等参照。

12） 新植民地主義とは，第二次世界大戦後，植民地体制の崩壊の危機に直面して，帝国主義列
強が，国家的独立を認めながらも，新興諸国を資本主義体制の枠に引き留め，民族抑圧と
植民地搾取の継続を計っているとする形態を指す。

13） 国連人間環境会議は，「かけがえのない地球」をキャッチフレーズとして 1972 年 6 月 5 日
からスウェーデンのストックホルムで開催されたもので，環境問題全般についての大規模
な国際会議としては初めてのものである。この会議の背景となったのは，1950 ～ 60 年代
の経済発展に伴う先進国を中心とした環境破壊，開発途上国における貧困と密接に関連す
る環境衛生の問題等であった。この会議において，先進工業国における環境問題について
は経済成長から環境保護への転換が，また開発途上国における環境問題については開発の
推進と援助の増強が重要であることを明らかにした。また，「人間環境宣言」を採択すると
共に，国連環境計画の設立をはじめ多くの決議・条約を締結した。荒木・国際協力事業団
編（1999），p.59 等参照。

14）既存の世界経済秩序の下では，南北間の経済格差の是正は不可能だとして，開発途上国から
既成秩序の変革を目的として打ち出された概念。1974 年，ニューヨークで開かれた国連資源
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特別総会で，「新国際経済秩序樹立に関する宣言」と，同「行動計画」が採択され，南北問
題に対する途上国の姿勢の基調となっている。荒木・国際協力事業団編（1999），p.88 等参照。

15）衣食住や教育等，人間として最低限必要とされる欲求をいう。1970 年代半ばころから，ア
メリカ，世界銀行，ILO（国際労働機関）は，南の諸国で衣食住等 BHN を満たさない絶対
的貧困層の増大に注意を向け，この層に援助を集中し，貧困の減少をめざす BHN 戦略を
打ち出した。援助の内容は，アメリカ及び世界銀行では，⑴食糧・栄養，⑵人口・衛生，
⑶教育・人的資源の開発，⑷開発過程への貧困層の参加促進，をめざし，ILO は衣食住の
ほか，水・衛生，健康・教育等社会の基本的サービスや，雇用及び社会参加の実現を重視
している。詳細は International Labour Office（1977）を参照。

16） 藤村（1996），pp.33-34 等参照。
17） 藤村（1996），pp.33-34 等参照。
18） 例えば Turner and Asch（1975），De kadt（1979）等。
19）例えば Britton（1980），（1982）等。
20） United Nations Conference on Environment and Development。1992 年 6 月リオデジャネ

イロで，国連人間環境会議（1972 年，ストックホルム）の 20 周年を記念した国連環境開
発会議 （地球サミット）が開催された。会議の成果として，持続可能な開発を基本理念と
した開発に関する基本原則を盛り込んだリオ宣言，この宣言を実現化するための行動計画
であるアジェンダ 21 等が採択された。詳細については United Nations（1992）を参照。

21） World Summit for Social Development。1995 年 3 月，デンマークのコペンハーゲンで国
連主催の世界社会開発サミットが開催され，世界 115 カ国の首脳が参加した。この会議は
近年，世界的な市場経済化の進展とともに激化してきている貧困，失業，社会的分裂と
いった社会問題を討議するために開かれたもので，首脳たちは⑴社会開発を可能とさせる
国際的・国内的環境作り，⑵貧困解消，⑶完全雇用，⑷社会的統合，⑸男女平等，⑹教育
と保健の重視，⑺最貧国への配慮，⑻構造調整プログラムに社会開発の視点を入れる，⑼
財源確保，⑽国際的・地域的な枠組み整備，の 10 の公約から成る宣言・行動計画を採択
した。会議時にはまた，世界から 1 万余人の NGO（非政府組織）代表者が参加した NGO
フォーラムも並行して開かれ，社会問題の解決には市民・NGO の参加が不可欠であること
が示された。詳細については United Nations(1995) を参照。

22） 例えば Jafari（1989b）。
23） この分野の限られた重要な成果としては Murphy（1985）等がある。
24） 例えば Oppermann（1993）等。
25） 例えば ICOMOS International Scientific Committee on Cultural Tourism（1999），石森・

西山（2001）等。
26） 途上国は，人口圧力，急速な都市化，高失業率，単調な経済構造と単調な輸出製品，零細

な農業生産性，産業化の遅れ，低所得，未整備なインフラ，低識字率等といった構造的問
題を多く抱え，そもそも輸出条件に恵まれていないことが多い。

27） 例えば Archer and Cooper（1994）等。
28） 例えば Britton（1982）等。
29） 例えば Smith（1990）等。
30）例えば Nash（1989）等。
31）「Hosts and Guests」（Smith：1977）は 1989 年に改訂版（2nd edition）を発表するが，そ

こには「開発警戒論」から「適応戦略論」への論調の変化が見られる。
32） 例えば Greenwood（1977）。
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33） Mckean（1989）。「involution」とはもともとは米国の文化人類学者 A.Goldenweiser が美
術のパタンの精緻化の説明に用いた用語で，その後，米国の社会人類学者である C.Geertz
が蘭領インドネシアの農業の展開を説明する概念として用いた。石川ほか（1994），
pp.71-73 参照。Geertz は，急激な人口爆発を見せた 19 世紀中葉以降，ジャワ島の農村は
伝統的なパターンを放棄したり，近代的な営利的農村共同体に変質することによってでは
なく，逆に旧来の土地保有体系，小作関係，水利設備，共同労働の仕組み等を一層精緻化
することによって人口増大に挑戦し，一人あたりの年間生産量を一定に保つことが出来た
ことを発見し，このプロセスを指して「agricultural involution（農業のインボリューショ
ン）」と命名している。Geertz（1963）。なお，McKean の「involution of culture（文化の
インボリューション）」はその文化の次元への応用である。

34） Boek（1953），McKean, P. F.（1989）（1991）等を参照。彼の考え方の特徴は，第三世界
の国々における近代化の遅れ，すなわち後進性は，先進国の社会に備わっているある種の
性格が欠けているところから生まれるとした点で，故に，後進国がこうした「近代的性格」
を発展させ得るならば，「資本主義」の発展段階を向上させることができ，先進国と同一
の歴史的発展過程をたどって発展できる，というものである。こうした理論的背景に基づ
き，Boek はインドネシアについて，以下のような記述をしている。「農民は，経済的行動
においては特に合理的ではなく，彼らは資本の蓄積や投資といったことに対しては，社会
的地位を得ること，儀式を演ずること，隣人と連帯を築くこと，といった伝統的な目的に
対するほどには興味を示さない。彼らの世界は「native world（土着素朴の世界）」であり，
その自主的で干渉を好まない性質故に，資本家にはなり得ない。」したがって，インドネシ
アに代表される，東洋の「前近代的資本主義的（pre-capitalistic）」社会は，欧米のような

「後期資本主義（late capitalism）」への機会を逃している」としている。なお Boek は，こ
うした農村セクター――彼はこれを「東洋的産業形態（Eastern forms of industry）」と呼
んでいる――を性格づけるものとして，以下のような特徴を具体的に挙げている。⑴資本
に対する嫌悪。資本投下，及びそれに伴うリスクを意識的に嫌うこと。⑵完成度と正確さ
に対してほとんど関心がないこと。⑶企業としての性格の欠如。ビジネスの利潤計算や労
働力活用に関する最も経済的なシステムを見いだす何の試みも見られないこと。⑷規格品
やサンプルにおいてその必要最低限のレベルに到達することに失敗していること。

35） 山下（1996），pp.9-10
36）例えば太田（1993）等。
37）“文化”観光（cultural tourism）という用語との混乱を避けるため，以下，観光“文化”

は touristic culture という呼称に統一する。
38） 例えば Graburn（1976）等。
39） 例えば橋本（1999），山下（1996），（1999）等。
40） contact zone とは，M. L. Pratt が南米における植民地研究の中で用いた概念で，「植民地

における出会いの空間，すなわち地理的歴史的に異なった人々は互いに接触し，通常，強
制，人種的な不平等，解決しがたい争い，といった関係を含む空間」と定義される。Pratt

（1992）。近年の観光人類学研究において，ホストとゲストの接触空間として，この概念を
適用しようとする動きが見られる。例えば山下（1999）等。

41） 例えば太田（1993），Getz（1994）等。
42） 長谷編（1997），p.23 等参照。
43） 「遺跡」は原文では「sites」。当時 UNESCO では「heritage（遺産）」は「cultural heritage（文

化遺産）」と「natural heritage（自然遺産）」からなり，特に前者については「monuments
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（記念工作物）」「groups of buildings（建造物群）」「sites（遺跡）」三つのカテゴリーか
らなると定義していた。詳細は UNESCO(1972),article.1-3 参照。その後これに「cultural 
landscape（文化的景観）」が加えられる。本文中で UNESCO の事例を扱う際は，できる
限り原文にしたがって用語を使い分けるものとする。

44） 1966 に行われた第 14 回 UNESCO 総会決議（3/343 号）による。詳細は河野（1995），p.547-548
参照。

45） 詳細は河野（1995），p.547-548 等を参照。
46） 1972 年に行われた第 17 回 UNESCO 総会決議 3/421 号による。詳細は河野（1995），p.548

参照。
47） 1976 年に行われた第 19 回 UNESCO 総会決議 4/121 号による。
48） 世界遺産登録上は，「文化的景観」を「文化遺産」に含むものとし，①「designed landscape（意

匠された空間）」，②「evolved landscape（有機的に進化する景観）」，③「associate 
landscape（関連する景観）」，という 3 つのカテゴリーに分類・定義されている。

49） UNESCO 世界遺産センターが，UNESCO の文化部と生態科学課，アジア地域事務所の協
力を得て行っている，進行中の歴史都市の様々な保存事業を国際的ネットワークでつなご
うというもの。Yang（1997）

50） 例えば Martin（2000），pp.10-11 等。
51） 例えば UNESCO（2000）等。
52） 例えば The World Bank（1998），pp.24-26 等。
53） A UNESCO conference/workshop for the enhancement of stakeholder cooperation in 

tourism development and heritage preservation in Asia and Pacific.
54） 例えば Oppermann（1993）等。
55） 例えば Mathews and Richter（1991）等。
56） 例えば Getz（1994）等。
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